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〇議事日程（第１号） 

 平成２３年３月８日（火曜日） 午後 ２時４０分 開会 
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  議案第２９号 平成23年度標茶町病院事業会計予算 

  議案第３０号 平成23年度標茶町上水道事業会計予算 

 

〇出席委員（１５名） 
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  〃   小野寺 典 男 君    〃   末 柄   薫 君 

  〃   舘 田 賢 治 君    〃   深 見   迪 君 

  〃   田 中 敏 文 君    〃   川 村 多美男 君 

   〃   小 林   浩 君 

 

〇欠席委員（０名） 

 

〇その他の出席者 

 議  長 鈴 木 裕 美 君 

 

 

〇委員会条例第１９条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    池 田 裕 二 君 

     副 町 長           及 川 直 彦 君 

     総 務 課 長           玉 手 美 男 君 

     企画財政課長           森 山   豊 君 
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     住 民 課 長           妹 尾 昌 之 君 

     農 林 課 長           牛 崎 康 人 君 
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     やすらぎ園長           山 澤 正 宏 君 

     教 育 長           吉 原   平 君 
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     指 導 室 長           川 嶋 和 久 君 
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〇職務のため出席した事務局職員 

     議会事務局長           佐 藤 吉 彦 君 

     議 事 係 長           服 部 重 典 君 
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（議長 鈴木裕美君委員長席に着く） 

    ◎開会の宣告 

〇議長（鈴木裕美君） ただいまから平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会を開会いた

します。 

（午後 ２時４０分開会） 

 

    ◎委員長の互選 

〇議長（鈴木裕美君） 委員会設置後最初の委員会でありますので、委員長、副委員長の互選

が必要であります。 

 委員長の互選は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の委員がその職務を行うこと

になっております。黒沼委員が年長委員でありますので、黒沼委員に委員長互選の職務をお願

いいたします。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

再開 午後 ２時４２分 

 

（年長委員 黒沼俊幸君委員長席に着く） 

〇年長委員（黒沼俊幸君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 ただいまの出席委員15名、欠席なしであります。 

 これより委員会条例第８条第２項の規定により、委員長の互選を行います。 

 互選の方法について発言を求めます。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 委員長の互選につきましては、私のほうから指名推選で取り計らい

を願います。 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ただいま小野寺委員から指名推選の発言がありました。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、委員長の互選は、小野寺委員からの指名推選に決定いたしました。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 委員長には、平川委員を推薦いたしたいと思いますので、取り計ら

いをお願いいたします。 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ただいま小野寺委員から、委員長に平川委員の指名がありました。 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、委員長には平川委員が当選されました。 

 休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時４３分 

再開 午後 ２時４４分 

 

（委員長 平川昌昭君委員長席に着く） 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

    ◎副委員長の互選 

〇委員長（平川昌昭君） 続いて、副委員長の互選を行います。 

 互選の方法について発言を求めます。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 副委員長については、私のほうから指名推選で行うよう取り計らい

を願います。 

〇委員長（平川昌昭君） ただいま小野寺委員から指名推選の発言がありました。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、副委員長の互選は、小野寺委員からの指名推選に決定いたしました。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 副委員長には、菊地委員を指名推薦いたしたいと思いますので、取

り計らいを願います。 

〇委員長（平川昌昭君） ただいま小野寺委員から、副委員長に菊地委員の指名がありました。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、副委員長には菊地委員が当選されました。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時４６分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

    ◎議案第２４号ないし議案第３０号 

〇委員長（平川昌昭君） 本委員会に付託を受けました議案第24号、議案第25号、議案第26号、

議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号を一括議題といたします。 

 議題７案は、本会議で内容の説明を受けておりますので、直ちに質疑を行います。 

 質疑は、逐条質疑と総括質疑に分けて行います。 

 なお、議案第24号から議案第28号までの歳入歳出予算は歳入と歳出に分け、議案第24号の歳
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出は款ごとに行います。 

 初めに、議案第24号、一般会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出から行います。 

 １款議会費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、２款総務費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 説明を受けたわけですけれども、52ページ、委託料の関係の行事バス

の関係でこの委託料733万9,000円の話しされましたけれども、これもう一度内容を詳しくちょ

っと説明をしていただきたいなと思います。 

 それから、53ページなのですが、この備品購入1,006万6,000円の関係なのですけれども、こ

れ債務負担行為のパソコンの関係だと思うのですが、まだ約60万円ほど多目にこれ予算がここ

にあるわけですが、それは何なのか説明をしていただきたいなと思います。 

 この２点です。 

〇委員長（小野寺典男君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） バスの業務委託料のご質問ですけれども、この部分につきまして

は、委員おっしゃるとおり、先ほど説明を企画財政課のほうからされたわけですけれども、平

成22年度まで地域交通対策費で見ていた、いわゆる行事バス、行事の専用バスですけれども、

その部分が地域交通対策費のほうで計上されていましたが、今回、平成23年度からすべての路

線バスが民間委託になるということで、地域交通対策費のほうについては路線バス、それから

行事専用バスについては車両管理費ということで明確化を図ったということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをしたいと思います。 

 備品購入につきましては、委員おっしゃるとおり1,006万6,000円でございます。加えまして、

電算周辺の附属器関係という形で、マウス等ももちろん含んでございますが、備品については

どのような対応が今後必要になるかという部分でいくと、予備的な部分も含めて購入の予定を

しておりますので、ご了承願いたいなというふうに思ってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） ちょっと聞いているのは、ここの1,000万円から払うやつの差があるか

ら、その差は一体何なのだろうかと。それ、例えばこの債務負担行為で払う部分の抜かした分

はこういう分で払いますよと、こういうふうに答えてもらえるのかなと、こう思っていたので

すけれども、その差額の部分をちょっと知りたいと、こういうことです。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５０分 

再開 午後 ２時５４分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 
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 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをしたいと思います。 

 本年度の備品購入については、先ほどの1,006万6,000円であります。それ以外の備品につき

ましては、大型のプリンターの導入を考えておりますので、その部分、それから牧場に際しま

すＮＡＳというクライアント関係の用品を考えてございます。合わせてそれが65万4,000円が加

わりまして、予算額の1,006万6,000円になろうかと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 同じく53ページの工事請負費の140万円ほど上がっていますけれども、

先ほどの説明、空調の何とかと聞いたのですけれども、内容についてお聞きしておきたいと思

います。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをしたいと思います。 

 電算室のエアコンの更新をしたいなということでございます。温度がかなり高くなってきま

して、夏の間かなり部屋じゅうが消耗しているということで、扇風機を回しているのですが、

なかなか温度が下がらないということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、３款民生費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） 82ページなのですが、衛生費だったか。民生費でいいのだね。いや、

ちょっと間違ったら困るので。 

 児童措置費の中の20節扶助費、子ども手当というのがありまして１億6,429万2,000円計上さ

れておりますけれども、何か国会のほうで関連法案が通らない場合の措置はどのように考えて

いるのか、まず伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 子ども手当についてお答えをしたいと思います。 

 平成22年度から子ども手当が１年限りの特別措置法で実施されまして、現在支給していると

ころです。23年度についても、現在のところ、国の予算措置につきましては、23年度限りの特

例法案でということで予定されておりますので、今回そのように法律案に基づきましての負担

に基づいて計上させていただいたところです。 

 ご質問の法案が通らない場合はどうするのかということでございますが、自動的に子ども手

当から児童手当にかわる措置ということになるかというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、４款衛生費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 川村委員。 
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〇委員（川村多美男君） 87ページの委託料、業務委託料で2,823万6,000円、これ予防接種費

用ということで、いわゆる３ワクチンの接種だと思いますけれども、けさの新聞報道によりま

すと、厚労省の見解がちょっと出ておりまして、現在、高校１年生の対象者、子宮頸がんの場

合ですけれども、３月までに接種ができない場合の措置として、１年ぐらい経過を見るような、

そういう報道がされていましたけれども、その点についての町の考えというのを聞いておきた

いなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 子宮頸がんのワクチンにつきましては、新聞報道、テレビでも出

ていますけれども、国が当初23万人分のワクチンを確保、予定しているということで、ワクチ

ンを製造している会社にもそのように申し入れをして、万全の体制ということで私ども聞いて

おりました。ここに来まして、ワクチンの接種が非常にふえたということで一時的にワクチン

が足りなくなってきて、本来国の助成措置の枠内であります中１から高１の方について接種で

きない状況が、新たな部分についてはできないというような状況になってきて、国としては、

今の高校１年生が２年生になっても申し込んだものについては助成の措置としたいという検討

をしているというふうに聞き及んでおります。 

 そういうことで、町といたしましても、最大限ワクチンの確保につきましては病院ともども

努力してまいりますけれども、国と同じようにその措置がはっきりした段階でそのような措置

をとっていきたいと。不利益が生じないような形にはしていきたいというふうには考えており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、５款労働費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、６款農林水産業費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 98ページの使用料及び賃借料の中で、説明では借り上げ料、ショベル

ローダーという説明でしたけれども、もう少し詳しく説明願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 借り上げの主なものにつきましてはショベルローダーでありますが、それ以外につきまして

は、大きいものでは農地の借り上げ、鳥海牧野を借りていますので、その金額もありますし、

あとはその他の機械、バックホー等いろいろな部分がありますけれども、それらについても考

えております。それらをおおむね合わせたもので、この予算額になるというふうになっており

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 借り上げについては、ショベルローダー以外にも、いろいろとあると

いう説明ですけれども、今まで牧場のいろんな機械の購入等も含めて、そういった借り上げ料

 - 7 -



平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会記録 

 

も含めて、賃貸料等も含めて、余り予算的に絡むと、これは経済的な効果も関係するのですが、

余り費用が、借り上げ料がかかる場合は買ったほうが、早く言えば、体のいい中古は買えます

から、買ったほうが経済的にもいいような気がするのですが、その辺のバランスというのはど

う考えているのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） 委員ご指摘のとおり、購入をした場合も確かにいい場合もあり

ますし、今回のように借り上げをしながら当面しのいでいくという方法もいろいろあろうかと

思います。 

 過去にも、ダンプ等につきましては、中古を購入させていただいた経過もありますし、その

前にはやはりこういう形でショベルローダーをリースをするということで使っております。今

後につきましても、機械等たくさんありますので、そういった意味で牧場にとっては一番負担

のかからない方法を考えながら、借り上げ、購入等を検討していきたいなというふうに思って

おります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 97ページ、牧場員報酬2,500万円ほど上がっていますけれども、これは

何名分の部分でこれだけの金額が上がっているのかと。 

 それと、99ページ、備品購入費の中で、先ほどオートバイ等々の購入とかあったのですけれ

ども、その中身がわかればお知らせ願いたいと思います。 

 まず、２点について。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 報酬につきましては、牧場員報酬ということで、非常勤職員の４名分の給料に該当いたしま

す。 

 それと、備品購入につきましては、今予定しておりますのは、ラッピングマシン、オートバ

イ２台、あと大きなものでは連絡用無線機が耐用年数に達したということで３台、あと液晶テ

レビ等を購入を考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 109ページの林野管理費の中で、森林保険料、面積の減によって減額に

なったとあったのですけれども、どれだけの面積が減って、これだけの保険料が下がったのか、

その面積等々がわかればお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 森林保険の面積についてお答えいたします。 

 まず、この森林保険につきましては、新植したところに対して毎年更新しながら掛けていく

というもので、前の年の新植の面積に応じてこれは変動するということで、毎年増減するもの

でございます。 

 本年度につきましては、278.41ヘクタールを対象として保険を掛けるものでございます。昨

年度の面積、今もう一度調べますので。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 
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 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） 101ページの開発センター費の13節委託料の中で、今回は管理委託料と

いうことで300万円ほど上がってきています。昨年については、夜警業務委託料ということで470

万円ほど上がってきたのですが、その辺の中身についてお伺いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 開発センターにつきましては、もともと住み込みの用務員と

いう形でおりました方が退職されたのに伴って、いわゆる委託業務で発注するという形をとっ

たのですけれども、そういった流れから住み込みというスタイルを継承するというような形で

夜警業務の業務委託をしていたのですが、特に夜10時の閉館以降、特に泊まっていても業務的

なものは余りないというようなことで、他の町有施設同様、夜は人間を置かないというような

形で、今回、管理委託という形に切りかえたものでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、７款商工費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 111ページなのですが、これ中小企業特別融資貸付金の利息ありますよ

ね。398万1,000円。これ、いわゆるお助け資金だと思うのですが、ということになると、この

お助けの分を引くと約90万円分ぐらいの分は今年度分ということになるわけですけれども、そ

ういう考え方で聞いて、何件分ぐらいになるのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 中小企業の振興特別融資の部分ですが、融資額ではこの額でありますけれども、保証料等、

また利子補給等でありますけれども、これにつきましては前年実績を見ておりますので、約35

件ほど見ているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） したら、35件で、いわゆるお助け資金の今年度支払い分の残った分の

90万円は35件分ぐらいというふうな解釈でいいのでしょうか。ちょっと私の解釈間違っている

かな。そうとっているのですけれども。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

再開 午後 ３時１８分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） 大変失礼いたしました。 

 利子補給の部分398万1,000円のうち、債務負担行為が308万2,000円になってございます。残

りの分につきましては、急遽発生した部分を予測として計上した部分でありますので、その積

 - 9 -



平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会記録 

 

み重ねが398万1,000円というふうにご理解いただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 商工費、ほかにご質疑ございませんか。 

 林委員。 

〇委員（林  博君） では、簡単な質問します。 

 観光費の中の観光審議委員の報酬があるのですけれども、過去に聞いたこと、説明してもら

ったことあったかなと思うのですけれども、この観光審議委員の中ではどういう審議をされて

いるのか。それと、これ、ことし前回の倍の報酬額で予算を組んでいるのですけれども、何か

ことし特別なことがあっての増額なのか、お願いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 今、お尋ねのとおりに、この回数については倍になってございます。ただいまお尋ねあった

今現状の審議でありますけれども、ただいまの観光審議会において、新しい観光振興計画の策

定を行っております。それで、これまでですが、観光審議会につきましては、年度末に利用状

況等々の確認をしていたところでありますけれども、出ましたご意見をより新年度に生かす、

またその観光振興計画の進行確認をしていくという部分では、年２回、年度初めとそれから予

算編成前に行うことが妥当であろうということがありまして、２回設定しました。その中で、

今お話ししましたとおりに、今の観光の現状を確認しつつ、観光振興計画の進行状況、それに

ついて確認をしていくと。そして、さらに充実した整備を行っていこうということでの審議内

容と回数の増加という理由でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、８款土木費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、９款消防費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、10款教育費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） せっかく室長もいらしているので、129ページなのですが、13、15、18

節にパソコンの103台の購入にかかわる予算が計上されています。これ、新しい機種にするとい

うことなのか、児童なのか、教師なのか、それとも台数をふやすのか。それと、学校にどうい

う配分になるのか、これについて説明してください。 

〇委員長（平川昌昭君） 教委管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 今回のパソコン導入に当たっては、児童生徒用のパソコンでございます。22年度、それから

23年度、２カ年にわたって導入計画で進めてございます。23年度につきましては、標茶小学校、

塘路小中学校、虹別中学校、虹別小学校、耐震あるいは校舎の改築に合わせて終わってから導

 - 10 -



平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会記録 

 

入するというふうに分けてございます。パソコン103台に、附属品、端末92台、管理用７台、サ

ーバー４台の予定で、これは小学校分でございます。 

 あと、機種は、今までの更新の部分ですけれども、システムが前に議論いたしましたシステ

ムで変えてございますので、今までとは若干違います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 次に、130ページの要保護・準要保護の就学援助の予算計上がなされて

いますが、この費目、どういう内容で就学援助しているのかというのを伺います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教委管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 要保護・準要保護の就学援助の費目でございますけれども、現在、小学校、中学校、それぞ

れ学用品費でありますけれども、新入学学用品費、それから体育実技用具費、修学旅行費、校

外活動費、給食費、医療費になってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 給食のことについてちょっと伺いたいのですが、146ページに給食セン

ター費が計上されているのですが、ことし岩見沢で大変な事件が起きたわけなのですけれども、

そのことについての通達とか、あるいはそれにかかわって、特に予算を計上したなんていうこ

と、あるいは取り組みをしたということがあれば教えてください。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） さきの岩見沢市の集団食中毒の事件を受けまして、国、それ

から道から安全上の指導、文書で入ってございます。各、改めて衛生管理の指導、職員の研修

も含めてですけれども、指導が入ってございます。予算的に新たな、この食中毒に関しての追

加費用といいますか、そういった部分については、今のところ予算組みはしてございません。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 本当は、その指導の中身も聞きたかったのですが、これちょっと後で

ゆっくり聞くことにして、その通達の指導の中身と、現状の標茶の施設設備等の関係で、何か

ずれといいますか、違いがありましたか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 それぞれ、これまで食品を扱う部分では、それぞれ検査等を含めて通達は来ておりますけれ

ども、改めての通達に基づいての学校安全衛生基準にのっとってそれぞれ進めていただきたい

という、大まかな内容でございますけれども、それに基づいての食品のうちのほうでの改善部

分については、保健所がこれまで毎年２回検査を行ってございます。道の検査を受けて、それ

ぞれ改善点を指摘を受けた部分に行うというふうにしてございます。 

 これまでの中で道の指摘については、改善でき得るものはすべてしてございますけれども、

実際には平成18年にウエット式からドライ方式に変えてございます。内部的には一定程度の修

繕は終わっていますけれども、昭和56年に建設してございますので、施設的には学校給食の安

全基準から申し上げると、今の基準にはなかなか合致しないという部分が施設的にはございま

す。ただ、これは目標値といいますか、改善をするということではなくて、なるべくそのよう

な改善、改築に向けての段階で一定程度の整理をするということで理解をいただいてございま
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す。面積も今の基準から申し上げますと、かなり半分ぐらい少ない状態でございます。今の基

準をクリアするとなると、今の面積の倍が大体必要になるという状態ですので、施設的にはか

なり厳しい状態。 

 これまで指導の中で１点だけ施設的には無理な部分がございまして、食品の搬入口と搬出口

が同じ場所ということで、これまでもご指摘を受けていますけれども、この部分については、

なかなか施設的には改善ができないということでご理解をいただいております。改築にあわせ

てその部分を改善するということで、これまで保健所のご理解をいただいているところでござ

います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 130ページ、高度へき地学校児童修学旅行助成金の中で、これ説明では

虹別が現在の２級から３級になったということで、新たに出てきたわけなのですが、この僻地

の基準というのかな、我々ちょっとわからない部分があるのですが、我々から見ると、環境的

には何も変わっていないので、国の基準とか、そういうのが変わったことでこういうふうにな

ったのか、お聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 僻地級の部分でございますけれども、基本となるのは、へき地教育振興法が基本になってご

ざいます。この法律に基づいて、交通条件あるいは自然的な条件、経済的、文化的、いろいろ

な要素の部分で点数化を図りながら、それぞれの各学校の点数に基づいて僻地化をランクづけ

をしているということでございます。 

 実際には、１級、２級、３級、準僻地もございますけれども、３級以上の学校についてそれ

ぞれ修学旅行についての援助をしているということでございます。 

 実際には、国からの補助金が修学旅行については３分の２ですけれども、予算の範囲内です

ので、実際にはそれ以下ということで、現実的には20％程度の補助金が入ってきているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） ですから、我々から見ると、例えば以前聞いた話では、郵便局がある

とか、駅があるとか、いろんな基準、今、課長が説明されたように詳しくあるのでしょうけれ

ども、ここ何年、それほど外形的には何ら環境が変わっていない中で、なぜこういうふうにな

ったのかというのをもう少しお聞かせ願えればと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 平成21年度に、この点数といいますか、各北海道で調査しま

して、実際にはうちのほうでその点数を提出したわけなのですけれども、今回、21年度の調査

のときに大きく調査項目が変わりまして、そして22年度からの僻地級の見直しということがな

されました。大きな改正点がブロードバンドサービスの提供あるいはスーパーマーケット、こ

のスーパーマーケットのとらえ方が昔と違いまして、すべての衣料品から食料品から購入がで

きるという前提のもとのスーパーマーケットということでございますので、コンビニエンスス

トア、これは入らないということになります。それから、金融機関もそうですし、それから都
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市からの近郊との距離、これが大きな都市的、釧路市ですけれども、釧路市から一定程度の距

離があるということで、今までは大きく要素があったのが、鉄道の要素があったのですけれど

も、大きな都市との距離という部分では一定程度の変化をなされてきているということでござ

います。 

 細かな要素がたくさんございますから、一挙になかなか言えない部分がございますけれども、

この点数で一定程度の点数化で、この１項目ずつが５点から20点の間でどう反映するかという

ことでございますので、すべて今までの生活形態から変わっていないという部分は変わってい

ないのですけれども、国の基準に基づいての調査項目ですので、変化が生じたということでご

理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 何となく理解しました。 

 こういった２級から３級、僻地の対象になったということは、子供たちにとっては、こうい

った修学旅行の助成金も出るし、親にとっても大変いいことなのですが、それ以外で何か、例

えば学校の先生の待遇だとか、いろんなかかわりも出てくると思うのですが、その辺について

は、どうでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 僻地級の関係は、大きくいろんな部分では関係していると思

います。本町の部分での僻地指定級は３級だと思います。生活保護関係も僻地級は関係してい

ると認識してございます。 

 学校関係では、教職員の方々の給与は、それぞれ級別に僻地手当等がつきますから、その部

分での変化がございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） 149ページの学校教育施設整備基金の15節の工事請負費なのですが、数

多くありますとちょっと私も頭に入りませんが、主なものについてはどういうものがあるでし

ょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 学校教育施設整備基金については、前年度と同額でございま

すけれども、現在、学校の耐震化あるいは改修等も行ってございます。これまでも行っていま

すけれども、緊急時を想定しての予算組みでございます。あるいは、改修に伴っての不足分の

単独費が必要になった場合についての対応で考えてございます。 

 今、想定しているというのが、耐震化と別に新たに補修ということで、今、計上といいます

か、使う予定はしていませんけれども、ある学校でボイラーがもう危ないという部分も含めて、

危険度がありますから、緊急の部分ではいろんな部分で対応したいというふうに考えてござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） 今、課長のほうから多少ありましたけれども、私なりにもきちっとで

はないのですけれども、どんどん学校も新しくなっていった、それから耐震化にもなっていっ

たというような部分で、今後どの程度あるのかなというふうに思ったものですから、お伺いい
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たしました。 

 当初、もう何年前になるか、ちょっと私も明確ではないのですけれども、１億円を３年間か

けて支消していくというような形の中で基金できたというふうには思っておりまして、当時の

学校の建築年度等からいってもかなり最近改築されていますので、状況が違ってきているので

ないかというふうに思ったのでお伺いしたのですが、もう一度、今後、ではどういうような形

の中で変化していくのか。過去の例をちょっと言いましたら、過去は１年間の補修、修繕費で

すか、300万円程度あって営繕がいて、そして全然追いつけないというような中で基金が創設さ

れたというふうに記憶しておりますので、現在の状況を含めながら、今後どのように変わって

いかれるのか、お伺いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 これまでの経過は、委員のおっしゃったとおりでございまして、これからどうするかという

部分では、かなり建築してから新しい部分の学校がどんどんふえています。ただ、その部分で

は、屋根の塗装あるいは壁の塗りかえ等が10年をもたないでしているという現状がございます。

御久沼地区も、一部の学校は一昨年もしていますし、阿歴内も塗装を、木造ですから、そんな

に10年ももたないでしたほうが延命が図れるというような建築的な部分がございますから、な

るべく校舎が長持ちするような専門的な分野の方々の意見をいただきながら進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、11款災害復旧費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、12款公債費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、13款諸支出金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、14款職員費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、15款予備費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款町税から21款町債ま

で一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 田中進委員。 
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〇委員（田中 進君） 歳出で聞いておけばよかったのですが、子ども手当の関係なのですが、

もし国会の予算通らなければ児童手当でいくと言っていましたのであれなのですけれども、実

際的に歳出の予算と歳入の予算の内訳を見ると、道の予算を含めて入っているのですけれども、

児童手当の部分も入れながらやっているようなのですけれども、一般財源の持ち出しもありま

すよね。その辺についてどうなのでしょう。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 23年度の子ども手当の財源の町村の負担分でございますけれども、

23年度は３歳未満が２万円ということで昨年より7,000円増額になります。現在、国で示してい

る財源負担からいきますと、それぞれ３歳未満と３歳以上等についても負担率が違いますが、

合計では町村負担が1,842万円になるというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中進委員。 

〇委員（田中 進君） 報道等々では、都市部のほうでは地方自治体で負担すべきではないと

いう言い方もしていたものですから、うちは児童手当等々でかなり子供に関する部分について

は手厚い保護をしていたので、その分をこの足りない部分に補っていたのかなというふうに思

っていたのですが、その辺の財源措置というのは、どういう形の中でやっているのでしょうか

ね。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） 総括的な議論かと思いますし、また政策的な判断の問題だと思いま

すので、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 基本的には、先ほどもどなたかからご質問ありまして、住民課長のほうから答弁させていた

だきました。全く考え方は、住民課長の考え方のとおりであります。ただ、国内で論点になっ

ているのは、一つは法案が通らなかったときどうするかという問題と、もう一点は、ただいま

後半で質問ありましたように、いわゆる子ども手当については国の政策なので、国が払えとい

う主張をされている自治体もございます。 

 私どもの標茶町といたしましては、そういう議論がある中で、確実に予算を措置していくこ

とが一番妥当だという判断でありまして、先ほど住民課長からも答弁させていただいたように、

法律の範疇で想定し得る、法案の範疇で想定し得る範疇で予算措置をさせていただきました。

これが万が一法案が通らないときについては、児童手当に振りかわるというのが今の法律の環

境でありますから、すかさずその時点では、児童手当に切りかえの補正予算の提出をさせてい

ただきました。 

 それから、法案が通らなかったときには、果たしてそのことが起きたときに、ほかの問題も

歳入についても起き得る可能性があるのですけれども、大変な問題に発展するだろうなと思っ

ています。その際にも、住民の生活を考えた最低限、国の政策以外の標茶町としての独自の政

策についての財源確保をしなければなりませんから、これは交付税でも当然法案が通らない場

合については交付税も落ち込むという感じになりますけれども、当面23年度について言えば、

この国から入ってくるべきものが入ってこないことによる住民生活にしわ寄せをするというこ

とが、国の政策のものは別でありますけれども、本町独自のものについては保証しなければな

らない立場にありますから、そういった面では急遽基金の取り崩し含めて、財源手当てをして

いかなければならないなというふうには考えていますけれども、決してあってはならないこと
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だというふうにして、今、期待をしているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 31ページ、林業費補助金の未来につなぐ森づくり推進事業補助金1,041

万6,000円、これ歳入なので、歳出の部分でこの1,000万円近くのお金はどこに使われていくの

かなというものをお聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 これは平成22年度まで21世紀北の森づくり推進事業ということで補助金として入ってきてお

りまして、これを財源といたしまして、森林整備対策事業ということで予算書173ページにあり

ますところに充当を、森林整備対策事業に充当をしているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 次に、39ページ、いきいきふるさと推進事業助成金、これも歳出のほ

うで聞いておけばよかったのですけれども、ホマカイ川のカキ殻を使った浄化という形の中で、

事業主体の部分で、これあと継続的に何年間続けてこういう事業をやっていくのか、わかる範

囲内でお知らせください。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） お尋ねの事業につきましては、歳出につきましては、衛生費の環

境衛生費の、ページで言いますと88ページの別寒辺牛川、ホマカイ川流域環境保全協議会助成

金の200万円に充当するということで、これにつきましては、標茶町と厚岸町、それから厚岸漁

協、それから太田農協、標茶農協等々含めて、いわゆる別寒辺牛川とホマカイ川の環境保全等

含めていろいろと事業をやっています。 

 カキ殻を使ったものにつきましては、平成22年度で２年目になりまして、23年度は３年目に

なります。設置場所、それから設置方法等、毎年少しずつ結果を検証しながらやっているとい

うことで、22年度、23年度については設置場所が標茶町ということで、協議会としてこの補助

金が出ないで、市町村に対してやるものに対する補助ということで、標茶町のほうで計上して

やっているということでご理解をいただければ。一応、23年度までということで協議会のほう

では予定をしている状況でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 財産収入か、土地収入、34ページ、財産の貸付収入なのですけれども、

これ土地の貸付収入714万1,000円ということで、金額これ前年から比べたら相当金額上がって

いるのですが、この土地の貸付収入の昨年度よりも上がって見積もったという部分の内容をお

聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５２分 

再開 午後 ３時５５分 
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〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 貸し地料の中に農林課所管の部分が含まれてございまして、これがふえた分に該当いたしま

す。南標茶の土とり場を河川工事用の土砂仮置き場ということで釧路開発建設部に貸すという

ことで、307万4,000円を計上してございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） わかりました。 

 それと、公園使用料なのですが、これパークの使用料ですけれども、毎年これ使用料が下が

ってきていますね、見積もりが。決算的にちょっと私もわからないのですけれども、結構利用

度が高く利用しているのかなと思うのですが、あれだけ周りの人の状況を見ると、こんなに落

ちなくてもいいのかなと思うのですが、その状況がどんなような状況でこれは毎年、二、三年

前は200万円ぐらいと記憶していたのですが、こうやって150万円ぐらいまで落ちてきています

けれども、この状況をどうつかんでいるのか、ちょっとお聞きをしておきたいなと思います。 

 公園使用料、何ページだったっけ。22。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） ときわパークゴルフ場の利用状況でございますけれども、平

成18年度が１万2,097名、それから19年度が１万1,801名、それから20年度が１万768名、21年度

が9,498名という形になっております。 

 それと、使用料収入でございますけれども、18年度が230万9,300円、それから19年度が216

万1,500円、20年度が162万5,100円、それから21年度が156万400円というような形で推移してご

ざいます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） こうやってお聞きすると、これは総括になってしまいますけれども、

これ一つだけ質問ですからお許しいただいて、毎年こうやって下がってきている状況というの

は、担当課のほうとしては、どういう理由でこう下がってきているのか。例えば、パークゴル

フをする人口がだんだん少なくなってきたとか、それから、する人方は多くふえているけれど

も、変わらないけれども、お金が高いか安いかとか、お金が取られるからとか、それからまた

別な要件の要素があるのかどうか、その辺はどういうふうに担当課としては押さえているのか。

そうしないと、こうやって毎年毎年こういうふうに、僕はパークゴルフの人口ふえているので

はないのかなと思うのですよ。それが、こうやって利用度が下がっていくということは、また

は整備が悪いのか、整備状況が。どんなふうに押さえているかを聞きたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） ただいま委員のほうから総括質問的だということがありましたので、

体育施設の使用料についての提案を当時させてきた責任上の立場からご説明をしたいなという

ふうに思います。 

 状況等については、先ほど社会教育課長のほうから説明あったとおりであります。しかしな

がら、ただいま委員のほうからも指摘ありましたように、いわゆる愛好者の方、あるいはプレ

ーヤーの方の数は、私もふえているというふうに押さえております。ただ、１点だけ非常に特
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徴的に変わっているのが、管内大会がここ二、三年開かれていないということであります。特

に、昔で言う道民スポーツというレベルの管内大会がありましたけれども、これは今名前が変

わって、ちょっと私も今ど忘れして出てきませんけれども、これが一番多いときに標茶で行わ

れました。この管内大会が行われたときは、それぞれの町村がいわゆる選手の選考をするため

に、標茶で会場になったときに、非常に事前にかなり各町村から、このときわのパークゴルフ

場に見えられて練習をされると。この各町村の予選会をクリアするまで通ってこられる。そし

てまた大会も開かれるということなので、一つにはそういう状況でプレーヤーといいますか、

利用者そのものの数が変化をしていることが事実あります。 

 それから、もう一つ、特に22年でありますけれども、実は川湯のホテルでホテル利用の促進

のために、パークゴルフの愛好者の方々、これも町内だけでなくて、釧路管内、根室管内含め

て声をかけていただいて、標茶の人がお世話をしていることも事実でありますけれども、パー

クゴルフをこのときわのパークゴルフ場で行うということをやった上に、晩に川湯に入るとい

う、そういう形でお世話いただいた方もおりましたし、これがちょっと22年になってから、ど

ういう事情かわかりませんけれども、その会が催しされてないと。何か聞くところによると、

カラオケ等も一緒にあわせてやっているようでありますけれども、ここのところがちょっと減

っているというのが、ここのところの減っている原因かなと。 

 ただ、愛好者の中には、何とかして管内大会をつくって標茶に誘致しようというのがありま

す。そういった面では、パークゴルフ協会の中においても、行政の側でもうちょっとこの管内

大会をセットするような考え方を持っていただけないかというらしきのメッセージもございま

す。ただ、その場合に、今、ときわのパークゴルフ場は、いわゆる認定を受けていないコース

なものですから、認定を受けざるを得ないという状況がありますので、これは今明確には答え

られませんけれども、新年度に向かって、その方向をひとつ模索をしなければならないかなと。

その結果、いわゆる認定コースとして、管内大会が開催できると。今、管内大会でやっている

のが、湿原パークゴルフ大会が標茶のパークゴルフ大会として唯一開催されておりますけれど

も、これも恒常化するためには、認定をとらざるを得ない状況に来ていますので、これは教育

委員会、あるいは建設課とも連携しながら、その辺をひとつ考えていかなければならないなと

いうふうに考えています。 

 それから、管理の仕方が悪い点についてのただいま発言もありました。これにつきましては、

管理をしております建設課のほうでは、協会からの申し出には真摯に対応いたしまして、ご案

内のように敷地が釧路川の緑地公園となっておりますから、釧路市の水道のことを考慮すると、

除草剤等一切、農薬も含めてですけれども、使わないという方針でおります。したがいまして、

クローバー等の除草についていいますと、これは委託しています高齢者事業団の方々の手作業

で抜いてもらうという方法、あるいはブラシカッターで徹底的に刈ってもらうという方式をと

りながら、皆さんのご理解を賜るよう努力をしているところでありまして、私、７日のときに

も申し上げましたけれども、使用料を取ることによって、ただではない、ただだからいいかげ

んな管理していいという話があっていいわけではないのですけれども、料金を取ることによっ

て、双方にそういった料金を払っているので、ちゃんと整備すべきだという議論が起きてきま

すし、いただいているほうもそういう努力をするわけですから、有料化していることについて

は、方向としては間違いないなと。問題は、皆さんの納得していただける状態を双方でどうつ
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くり上げていくかということが一番大事なことだなと。そういう意味で、有料化の問題につい

ては考えておりますので、ぜひご理解をいただきたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 利用人員の減につきましては、今、副町長が答弁したとおり

だと思うのですけれども、もう一点、私のほうからいわゆる利用料の部分で若干つけ加えてお

きたいと思うのですけれども、実はこれはパークゴルフ場に限ったことではないのですけれど

も、体育施設の利用料、全体でいいますと、いわゆる利用する方々が自分の利用形態といいま

すか、頻度といいますか、そういったものをわかってきて、特に６カ月券、シーズン券が18年

度725枚売れたものが、毎年だんだん少なくなってきていて、21年度では498枚ということで、

３割強減っているという実態もあります。それから、回数券にしても、139枚が18年度の数字だ

ったのですが、21年度には82枚、４割強も減ってきていると、こんなことも利用料が落ちてき

ている部分に影響しているのかなと、そんなふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 副町長のほうと担当課長のほうからお話があったとおりだというふう

に理解をできるわけですけれども、今、課長が言ったようにこの回数券だとかシーズンの券と

いうのは、シーズンの始まりのときに、黙っておったのでは、これなかなか券売ってください、

売ってくださいとは来ないですから、これはやはりこういう回数券があるのであれば積極的に

売りに出るという、そういう行動もしているとは思いますけれども、もう一度点検をしてみて、

その辺を確認してもらいたいなと、このように思います。 

 できるだけ、場所もいいようですから、あそこを使って、それぞれのお年寄りが健康な体に

なってくれれば、国民健康保険もいいわけですから、そんなことで期待をしているところであ

ります。 

 それから、話ししているうちにばらばらになってしまったな。30ページの放課後子どもプラ

ン推進事業費補助金で220万円9,000円ついていますけれども、これは事業内容は学童保育か何

かの関係だと思うのですけれども、そんなような理解の補助というふうに考えてていいのでし

ょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 放課後子どもプラン推進事業費補助金につきましては、学童保育

運営の補助金ということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、継続費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、債務負担行為について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、地方債について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第５条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第６条、歳出予算の流用について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で議案第24号、一般会計予算を終わります。 

 

    ◎散会の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） お諮りいたします。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会したいと思います。 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、本日の委員会は散会することに決定いたしました。 

 なお、明日３月９日は午前10時に議場に参集願います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

（午後 ４時１１分） 
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（委員長 平川昌昭君委員長席に着く） 

    ◎開議の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） 昨日に引き続き平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会を開き

ます。 

 ただいまの出席委員15名、欠席なしであります。 

（午前１０時００分開議） 

 

    ◎議案第２４号ないし議案第３０号 

〇委員長（平川昌昭君） 本委員会に付託を受けました議案第24号、議案第25号、議案第26号、

議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号を一括議題といたします。 

 昨日に引き続き議題７案の質疑を行います。 

 議案第25号、国民健康保険事業事業勘定特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款

総務費から12款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款国民健康保険税から

10款諸収入まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 林委員。 

〇委員（林  博君） それでは、歳入のほうでお聞きしたいと思います。 

 先日の説明の中で、健康保険税が大幅に少なくなって予算組みということと、それから国庫

の支出金の中で、特に財政調整金が大幅にふえているということなのですけれども、これにつ

いてもうちょっと詳しく内容についてご説明願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 保険税と財政調整交付金の関係でございますが、歳入につきまし

ては、歳出の保険給付費との見合う額に基づきまして国庫支出金、療養給付費交付金等々、所

定の割合で計算して出した額が、今回の23年度の国民健康保険税の計上とさせていただいてお

ります。保険税につきましては、現在22年度の所得の確定申告が出ないと出てこないというこ

とが１つあります。それから、財政調整交付金につきましては、これは国で示している所定の

計算式に基づいて計算した額でございますが、ご存じのとおり、平成22年度での補正予算で相

当額の減額をしております。そういうこと含めて、今後、保険税の確定申告が終わり、所得等

がはっきりした時点で保険税をどの程度見るかということも含めておりますので、現状、当初

では所定の負担割合に基づいて計算した額で計上をさせていただいているということでご理解

をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第25号、国民健康保険事業事業勘定特別会計

予算を終わります。 

 次に、議案第26号、下水道事業特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款総務費か
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ら４款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款分担金及び負担金か

ら７款町債まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、債務負担行為について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、地方債について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第26号、下水道事業特別会計予算を終わりま

す。 

 次に、議案第27号、介護保険事業特別会計予算、第１条、保険事業勘定、歳入歳出予算の歳

出、１款総務費から７款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 16ページなのですが、こっち事業勘定だもんね、の趣旨普及費です。

これは、新しくなる内容なのでしょうか、それとも冊数とか。説明してください。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） １款、16ページの趣旨普及費でございますが、これにつきまして

は、啓発用のパンフレットを作成して、介護保険事業の被保険者に対するいろいろなサービス

の周知を図っていくということで考えておりまして、今のところ２種類程度で考えておりまし

て、それぞれ数量としては被保険者に十分行き渡る数量で、現在被保険者が2,300人ぐらいちょ

っといますけれども、2,500程度のもので今のところ考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 内容は、今年度出したのと全く変わらない内容ですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 内容につきましては、今年度とはまた違って、給付費、サービス

の内容が毎年少しずつ変わってきているところもございますので、そういうところも含めた内

容として作成していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） いつごろできますか。 
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〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 時期につきましては、今、町の広報でも介護保険につきまして周

知しているところですので、秋を目指して作成していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） １点だけ、介護認定の関係で、認定の今１日当たり、認定調査費とい

うか、今１日幾ら標茶はなっているのでしょうか。5,000円台と聞いていたのですが、認定調査

費、幾らになっているのかをお聞かせください。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 介護認定の調査費につきましては、在宅では１件当たり5,250円、

施設では1,575円というふうになっておりまして、そのほかにそれぞれ主治医意見書がまた別に、

在宅で新規継続、施設での新規継続ということで、それぞれ金額が違っているという状況にな

っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 在宅で5,250円ですか。たしか釧路は3,000円台だと思うのです。これ

は、それぞれの市町村によってこのいわゆる認定調査費というのは、それぞれの町や村で決め

るということになっているのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） ちょっと初めて聞いた話なのですが、基本的には認定調査の調査

費につきましては、保険料の対象になりますので、定額として決められているというふうに理

解をしております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） そうしましたら、後でよろしいですから、その辺、釧路と調査認定に

係るこの費用が何か違うように聞くもんですから、後でちょっと調べていただきたいなと、こ

のように思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、よろしいですか。 

 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） その点につきましては確認して、後でお答えをさせていただきた

いと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 なければ、第１条、保険事業勘定、歳入歳出予算の歳入、１款保険料から９款諸収入まで一

括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、介護サービス事業勘定、歳入歳出予算の歳出、

１款サービス事業費から３款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、介護サービス事業勘定、歳入歳出予算の歳入、

１款サービス収入から４款繰越金まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、地方債について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第５条、歳出予算の流用について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第27号、介護保険事業特別会計予算を終わり

ます。 

 次に、議案第28号、後期高齢者医療特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款総務

費から４款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款後期高齢者医療保険

料から４款諸収入まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第28号、後期高齢者医療特別会計予算を終わ

ります。 

 次に、議案第29号、病院事業会計予算、第１条、総則から第８条、重要な資産の取得及び処

分まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） 財産の取得する資産の中で画像情報システム一式とありますけれども、

どのような器械・備品なのか、内容をお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えいたします。 

 画像情報システムでございますが、別名称パックスと申しまして、従来のフィルムによる画

像診断ではなくて、画像を電子保管し、モニターにて観察するといいますか、いわゆるパソコ

ン上で画像を見ることができるということで、標茶町立病院については、従前からフィルムと

いいますか、レントゲン写真を見て診断をさせていただいておりますが、他院につきましては

大方の病院がもうパックス化を進めておりまして、患者さんにそのフィルムを持たせるに当た

りましても、ＣＤ－ＲＯＭ化をして、それを他院に持たせて診断をしてもらっているというこ
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とでございます。 

 従前のフィルムの部分で言いますと、既に今年度から医療加算が廃止されておりまして、こ

のパックス化することによりまして、今年度から新たな電子画像管理加算が新設されたことに

よりまして、これを導入した以降につきましては、医療加算として年間当たり、町立病院とい

たしまして360万円程度の加算の算定が可能であるということで、大体予算計上につきましては

976万5,000円を計上させていただいておりますが、３年間で原資が取れるだろうということで

予定をしております。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文委員。 

〇委員（田中敏文君） また同じ項目の中で、医事会計システムというものが一式含まれてお

ります。このシステムについても、わかる範囲内でお知らせをお願いいたします。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） 医事会計システムでございますが、既設の医事システムにつき

ましては平成18年、５年前の５月にシステム導入をしたものでございまして、ちょうど新年度

５月に更新を予定しているものでございます。５年前ですので、かなり機能につきましても拡

大されておりまして、そのシステムを導入、更新することによりまして機能の拡大になります

とともに、事務の効率化が図られるということで期待をしているところでございます。あわせ

て、再診患者さんの、いわゆる総合受付を通らなくても直接外来に行けるということで、再来

受付機の導入もこれに盛り込まれておりまして、またあわせて医療費算定に係るソフトウエア、

あとＩＤカード発行機、プリンター、ネットワーク機器の設置等々、これにかかわるシステム

を導入していくということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） 今、田中委員が聞いたその下の処分する資産のほうで、超音波診断

装置、これが２つ並んで、一式ずつ並んでいるのですけれども、廃棄するということでござい

ますが、耐用年が来たから廃棄するのか、それとも時代、今新しいものに変えるということは、

機能がついていけないから変えるのか、その辺の要因をお知らせいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えいたします。 

 超音波診断装置２台の部分でございますが、１台につきましては検査室の隣の内視鏡室、エ

コー室ございますが、エコー室に１台設置しております超音波診断装置というのはエコーの器

械でございます。それと、もう１台が外科外来に配置しております器械でございまして、外科

外来に配置しております超音波診断装置につきましては、平成10年度に購入している器械でご

ざいます。また、エコー室に配置しております装置につきましては、平成７年度、耐用年数５

年でございまして、ともに耐用年数超過をしているということで、既に部品についてもないと

いうことでございまして、何かトラブルがあったときについては対応できないということでご

ざいまして、この際、更新をさせていただきたいということでございます。 

 また、外科医につきましては、乳腺等専門医、専門の分野の担当されている先生も来院・診

療されておりまして、乳腺の部分でも画像が鮮明でないということも現状の器械ではちょっと、

先生のほうからの私どもに要望として寄せられておりますので、これにこたえる意味でも導入
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をしてまいりたいということで考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） １点だけですね、この貸借対照表なのですが、これを見せていただい

ておりますけれども、平成24年の３月31日まで、いわゆる流動資産が１億7,800万円、そして流

動負債が3,700万円であります。その差１億3,000万円ちょっと、4,000万円近い資産で今度24

年に向かうわけですけれども、その間、24年もほぼ１億円足らずの流動資産の中で病院の11億

円からの会計を賄うわけですけれども、この状態からいって資金ショートをするとか、いわゆ

る資金繰りに何らかの手当てを組まなければならないということはないのですか。 

 あと、総括の段階で別な形でお聞きいたしますけれども、とりあえずその点だけ、１点お聞

かせください。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えをしたいと思います。 

 今、委員ご指摘にございました内部留保資金が資金ショートするのではないかというご心配

をしていただいているところでございますが、町理事者との予算協議の中でもその辺議論させ

ていただきまして、ご案内のとおり、一般会計に貸し付けをしておりました病院会計からの５

億円のうち１億円をお返しいただくと。その辺も心配してのお返しをいただくということでご

ざいましたし、流動資産、流動負債の部分の内部留保の部分のことから申しますと、一方では

減価償却費、それと除却費がございますので、１億円含めまして十分資金的には大丈夫ではな

いかなということで押さえているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 新年度ですので改めて伺いますけれども、病床数が60床と、70％の基

準をクリアする42以上ということで、計画で見ますと、かなりぎりぎりな数で組んでおられる

と思うのですね。これは、最低の基準で見積もられたのか、もっといくだろうというような考

え方で見積もられたのか、その辺ちょっと伺いたいのですが。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） 今ご指摘のございました病床率の70％、公立病院改革ガイドラ

インに基づく３年連続の病床率70％以上の確保という部分でございますが、それを受けまして、

基本的には１日入院平均患者数42人以上は、23年度以降確保していかなければならないという

ことで、先生も十分ご認識をいただいておりますし、ご理解をいただいた上で、心配な患者さ

んにつきましては、入院の措置をとらせていただくということでご協力をいただくことになっ

ています。 

 新年度の予算を編成するに当たりまして、かなり厳しい状況ではありましたが、現状として

は42人以上を確保しなければならないということで、これまでの決算の数値を見ましても厳し

い、44人という数値は厳しい状況でございますが、収支を整える上からも、そして期待感も含

めて、また先生方からも、先ほども申し上げましたとおり十分認識をいただいておりますので、

院長以下スタッフ一丸となって入院患者、かなり水ものでございますので厳しいことは予想さ

れますが、努力してまいりたいということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思
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います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第29号、病院事業会計予算を終わります。 

 次に、議案第30号、上水道事業会計予算、第１条、総則から第７条、他会計からの負担金ま

で一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） ２ページ目なのですが、いわゆる資本的収入が資本的支出額に対して

不足する額3,563万4,000円、減債を引き当てるわけですが、それといわゆる消費税、これ消費

税の94万3,000円は、ここに出ている支出の分の建設改良費の中からの消費税と。それともう一

方、過年度分になるわけですけれども、853万3,000円というのはどこから持ってくる消費税の

額なのか、それをちょっとお聞きをしておきたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 水道課長、妹尾君。 

〇水道課長（妹尾茂樹君） お答えいたします。 

 過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額につきましては、本年度、釧路川の横断配

水管の工事を１億7,000万円ほどで発注しております。工期がことし23年の７月までになってお

りますので、この工事にかかわる消費税の還付分が今年度23年度に工事が終わった段階で財産

と、固定資産としてなりますので、その分について還付があるということで計上させていただ

いております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第30号、上水道事業会計予算を終わります。 

 以上で議題７案の逐条質疑は終了いたしました。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４０分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 先ほど質疑の中でありましたのですが、住民課長からの答弁がございます。 

 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 先ほどの件についてお答えをします。 

 ちょっと私勘違いをしていた部分がありまして、認定調査費につきましては、調査料、それ

から主治医意見書の単価につきましては、認定調査料につきましては国から申し合わせ事項と

いうことで示された金額ございまして、それでうちの場合はやっておりまして、それぞれ町村

で決めることができるということです。主治医意見書のほうについては、国と医師会等との協

議等で示されている金額がございまして、標茶町ではその金額に基づいてやっているというこ

とで、ちょっとケアプランと混ぜてごっちゃにして覚えていた部分もございますので、大変失
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礼いたしました。 

 そういうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 続いて、議題７案一括して総括質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） （発言席） 今期最後の機会ですので、１年ぶりにここに立たせて

いただきました。そういうことで、確認の意味で何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、きのうの内容審議の中で確認もしておりましたけれども、子宮頸がんワクチンが昨年

の10月ですか、町長部局、それから教育長のほうの関係で協議されて、10月ころから実施する

ということで、子宮頸がんワクチンについては３回、１人１回1,000円ということでございまし

たし、それからヒブワクチンですか、肺炎球菌ワクチン、これも１回につき1,000円ということ

で、大変私としては喜ばしいことだなと思っておりました。しかし、国のほうで、昨年の11月

26日でしたか、関連法案が予算を通りまして、都道府県の補助を受けまして、そしてことしの

１月から完全無料化と、この３ワクチンに対しては無料化となって実施されておりますけれど

も、これも大変喜ばしいことだなと思っておるところでございます。 

 それで、大変全国一斉にこの３ワクチンについて実施されておりますし、それから子宮頸が

んワクチンにつきましてでもワクチンが不足しているということでございます。本町におきま

しては、この子宮頸がんワクチンについてのワクチンの確保等については、現状どうなってい

るのか、まず伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 子宮頸がんワクチンが、この１月ないしは２月から全国的に国の

補正予算措置に基づいて、市町村で実施したものについては助成をするということで、大々的

に行われておりまして、その結果、ワクチンが不足するということで報道されております。本

町におきましても、メーカーのほうからそのような通知は来ておりますけれども、少なくとも

３回接種を受けるということで、１回接種を受けた方については１カ月後、６カ月後というふ

うに時期が決まっておりまして、それを逃すと免疫効果が出てこないということもございます

ので、１回接種受けた人数分については、引き続き、期日に間に合うようにメーカーのほうに

強力に申し入れをしているということが１つございます。 

 それから、新規の者に関しては、生産しているメーカーのほうから、今、急激に在庫が少な

くなってきているけれども、７月をめどに需要にたえられるように体制を整えたいということ

も国のほうから通知が来ておりますので、その辺、生産供給可能な数値がそれぞれメーカーの

ほうから町立病院のほうにも来るというふうに考えておりますので、最大限努力しながら、接

種希望者の実施に向けて努力してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） わかりました。１月から本格的な実施がされているものと思います

けれども、これまでの子宮頸がんワクチンについての実施状況といいますか、その辺がどの程

度になっているのか、一応３月末までということになっておりますので、その辺の状況がわか

れば、教えていただきたいと思います。 
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〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） １月から子宮頸がんやっておりますけれども、１月で15名、２月

いっぱいで25名ということで合計、２月までは40名の接種を終えております。ただ、この40名

につきましては、先ほど申し上げましたように、２回目、３回目以降の者についてはワクチン

の確保をしていきたいということと、それから新規の者については、ワクチンのメーカーから

の供給が非常に品薄という状況でございますので、３月については予定はしておりました人数

はおりますけれども、ちょっと実際に実施できるかということがございますので、そういうこ

とでご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） わかりました。 

 次に、これもきのうちょっと確認したのですけれども、今、国会のほうでは参議院のほうが

開かれていると思いますけれども、子ども手当の法案が通らなければということで、もとの児

童手当に戻るのかなということになると思うのですけれども、全国の市町村では、今、子ども

手当のシステムというか、そういう入力がもう既にされておると思うのですけれども、法案が

通らなかった場合の対応として、本町の対象者はかなり都市部から見ると少ないとは思います

けれども、その辺のシステムの改正なり、そういう対応はどのように現時点で考えているのか、

まず伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 現在の子ども手当の23年度の特例法案が通らなかった場合につき

ましては、昨日もお答えしておりますけれども、児童手当に戻るということであるというふう

に現在考えております。 

 システムの改修でございますが、再び児童手当に戻った場合、今まで支給していた条件での

児童手当になるのかならないのかということも含めて、システム改修が必要になってくるかと

思いますが、今までの同じシステムという、支給条件ということであれば、システムそのもの

をコンピューターに入れ直す作業が必要になってくるのかと。その期間、費用についてはまだ

ちょっと調査はしておりませんけれども、そういう対応が１つと、それからシステム改修が間

に合わない場合は、最悪の場合、人間が調査をしてすべて計算して６月の支給に間に合わせる

という方法が考えられるというふうには考えております。 

 それと、これは21年度までの実績でございますが、児童手当でございますと、大体本町の場

合、400名程度が支給対象の人数として今まで支給されてきておりますので、その程度の人数に

なるのかなというふうには考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） いずれにしても住民課にとっては、なかなか大変な手動で最終的に

はやることになるということになるかもしれないということで、大変リスクがかかってくると

思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、中東のほうで紛争が活発に、民主化ということでやられておりまして、なかなか原油

の産地でも、リビアなんか特に世界３位の原油産国だということでございまして、ガソリン、

灯油等が高騰しております。 

 そんな中で、本町のごみ焼却処理施設も、耐用年が24年ということで目前に迫ってわけでご
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ざいます。私どもも昨年、厚生文教委員会といたしまして、住民課長、やすらぎ園長もご同行

いただきまして、白老町のほうに、介護施設のほうとごみ処理施設のほうの視察研修をさせて

いただきました。その中で、本町のこの焼却施設が耐用年迎えることになるのですが、いろん

な考え方がこれから総合計画の中でも、この焼却ごみ処理施設のあり方については、今後検討

されていくと思いますけれども、現時点での考えでどのような考えをしているのかは後で聞く

としまして、方法は、今の施設をだましだまし、リニューアルしながら継続して使っていくと

いうこともございますでしょうし、それから釧路の広域連合に加入することも考えられるでし

ょうし、それからまた、弟子屈さんは昨年ですか、燃えるごみを広域のほうに持っていってい

るということも聞いておりますけれども、本町以外の町村と広域事務組合みたいなものをつく

って運営していくという、大体３つぐらいの選択肢があるのかなと思います。 

 そこで、私ども白老に行ったときには、新しい水蒸気を利用した新処理技術ということで、

そういう装置も見てきましたけれども、ごみを燃やして埋めるのではなくて、ごみを資源とし

て燃料化するということでございました。最終的にはペレット状にして、日本製紙等に買って

もらって、石油代替、オイルの燃料として使ってもらっているということもありました。本町

で言えば、例えばそういう新技術を導入して将来的にやるとすれば、役場庁舎なり町立病院な

り給食センターあたりで年間使っていけば、かなりオイル代替燃料として使っていけるのでは

ないかなという私個人的な考えもありますけれども、それは今後の総合計画等の中で方向性が

見えてくると思うのですけれども、現時点での町長の考えを、この処理施設のあり方について

の考えを伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 ただいま委員のご指摘になった問題というのは、近い将来において最重要な課題であろうと

思っておりまして、方法としては、委員ご指摘のように、そういったいろんな方法があると思

います。ただ、やはり単独で再資源化、燃料化を図るということに関して言いますと、現時点

での技術水準、それからこれから先のイノベーション等々の進みぐあいも考えながら、ある程

度もたせるだけもたせて、しかるべき時期に判断をしなければいけないというふうに考えてお

ります。 

 ただ、ご指摘のように、資源エネルギーを国外に依存していくということに関して言うと、

これから先のいろんな情勢を考えたときに、やはりできるだけ再利用といいますか、再資源化

を図れる方法ということのほうが私は現実的ではないのかな。ただ、やはり継続的にどうやっ

て持続させていくかということが非常に大事な問題でありますので、そういったことも含めて

いろいろな手法、現在考えられる手法等についての検討につきましては、現在開始をしており

ますし、これ加速をさせてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） これから町のほうも検討していくということでございます。 

 これは、答弁要りませんけれども、栗山町でしたかな、炭化して、炭にして、建材の廃材と

かそういうものを炭にして融雪剤に使っていくと、売却しているのか、そういうやり方もある

のではないのかなというふうにも聞いておりますし、これは以前から苫小牧のほうでもやって
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いるということでございますので、いろんなごみを資源として活用していくという考え方もあ

るのかなと思いますので、ぜひ研究しながら、町にとっても町民にとってもいい方向を出して

いただきたいなと思っております。 

 次、やっぱり原油高騰、オイルを使った公用車、我々も自動車はほとんど、ハイブリッド以

外は、電気自動車以外は軽油かガソリンを使って走っているわけでございますけれども、10年

後かそこらにはほとんどハイブリッドなり電気自動車にシフトしていくのかなというふうにも

思っておりますけれども、行政としましてでも、一気に公用車をハイブリッドカーにするとい

うことは、コスト面からいっても大変だと思いますけれども、ＣＯ２の削減だとか、エコだとか、

そういう観点から、率先して年に１台でも２台でも、ガソリン車からハイブリッドカーにシフ

トしていくというような考えはないか、伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） ハイブリッドカーあるいはエコカーの推進というお尋ねですが、

委員もご承知のとおり、一昨年の国の交付金を活用させていただき、プリウスという車２台導

入しています。基本的には、これは理事者の考え方もそうなのですけれども、当然自治体とし

てもＣＯ２の排出を削減していくという観点から、当然進めていくべき課題ということで考えて

おります。ただ、ご承知のとおり、公用車、乗用車から含めまして、特殊機械も含めまして相

当数、トータルでは150台程度でございますけれども、それぐらいの車両を有しているというこ

とで、それをどう経費も含めて更新をしていくのかという部分について、当然経費の部分もご

ざいますので、財政状況も勘案しながら、積極的にそういったエコカーの推進を図ってまいり

たいと、そんなふうに現課としては考えてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 川村委員。 

〇委員（川村多美男君） あと、エコで今お話になっていますけれども、私ちょうど委員会室

から庁舎の屋根を見ると、かなり長く広いスペースがあいているわけでございまして、自然エ

ネルギーの活用ということになれば、一番手っ取り早いのが太陽光発電ではないのかなと思う

のですけれども、これも設置するといったら、かなりの費用かかると思いますけれども、庁舎

の電気の例えば10分の１でも、そういう形で率先してエコな感覚を、行政みずから率先して行

っていくということも大事ではないかなと思います。それは答弁要りませんけれども、そのよ

うな形でごみにしても、車にしても、電気にしても、そういうことを率先して行政のほうから

やっていただきたいなということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 林委員。 

〇委員（林  博君） （発言席） それでは、私のほうから３点ほどお伺いしたいというふ

うに思っております。 

 初めに、標茶幼稚園とさくら保育園の合築の構想がありまして、今年度から設計、着工に入

るということでございますけれども、先日の深見議員の一般質問の中にもありましたけれども、

保育等のあり方については、完成後のあり方については、今後、保護者ひっくるめて協議して

いくということでお話がありましたけれども、今回、この合築するということに当たりまして、

事前に保育園また幼稚園等の保護者に事前説明なり連絡といいますか、お知らせ等があったの
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かどうか、先にお伺いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 合築に向けての事前の保護者への説明というのは、まだしており

ません。一般質問でもお答えしましたけれども、合築しての方向性の基本的なことができてか

ら、保護者等への説明をしていきたいという考え方でおります。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 幼稚園のほうでございますが、これまでの経過で幼稚園と保

育園の幼保一元という部分でのいろんな話題がございましたけれども、合築に関しての内容等

はまだ決まってございませんので、住民課の説明のとおり、内容の方向性が決まった段階です

るということで考えてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） 考え方としてはわからないわけではないのですけれども、少しでも早

目に保護者にそういった情報を流すということが必要ではなかったのかなと私は思っていたも

のですから、今ちょっと質問させていただきました。今回のこれに限らず、いろんな面で行政

と町民とのやりとりの中で、町民が町のやっていることを知らなかったとかということ、結構

私多いのではないかなというふうに常々感じていたのですよ。少しでもお互いにお互いの認識

を持ちながらいろんなことを進めていくという上では、なるべく早目にそういった情報提供が

できるのであればする必要があるのではないかというふうに思っているのですよ。 

 実は先日、地元の集まりがあったときに、今回、火葬場が改築されますけれども、既に広報

にも載っていますけれども、そんな話をしたら、意外に知らなかった人もいると。実際にそう

いう広報に載せても知らない人がいるというような状況もありますので、特にそういった一部

に限られた人については、当然早目にそういった情報提供するべきではないかというふうに思

っているのですけれども、いかがなものでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えをしたいと思います。 

 基本的には、委員の言うとおりだというふうに思います。ただ、委員からもただいま指摘が

ありますけれども、火葬場もそうでありますけれども、さくら保育園についてもそうでありま

すけれども、実は別な要因で何とかしなければならないという情報は相当出しているつもりで

あります。これは、耐震調査の結果、もたないという危険性の問題であります。 

 合築の話等々につきましては、そのことを受けて、さらにこの際整備するとすればどうある

べきかということで、合築の話があるわけでありまして、もともとはいわゆる今の施設が危険

な状態であるので即刻やらなければならないという、そういうことであります。そういった意

味からしますと、まず何とかしなければならないのが先でありますから、その際にでき得る考

え方については、結局は我々としてもかなり時間に迫られて作業をしなければならない。考え

方がないまま、皆さんにやるよやるよという話をするわけにもいかないという、その辺の問題

もありますので、ぜひそういう物理的な事情と絡んで進んでいることも含めてご理解をいただ

き、できるだけ私どもも情報は出すべきだというふうに、あるいは早くお知らせするべきだと

いうふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 
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〇委員（林  博君） それぞれ案件ごとにケース・バイ・ケースということもあるかと思い

ますけれども、ぜひお願いしたいというふうに思っております。 

 次、きのうちょっと観光のところで質問したのですけれども、審議会というのがあって、さ

っき審議されているというような話もあったのですけれども、特に現状の標茶の観光と、これ

からの観光のあり方等について協議等がされていたのかどうか、まずそれを先に聞きたいと思

います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 本町のこれまでの観光振興計画でありますけれども、これにつきましては平成元年にできた

ものでありまして、その計画上でいきますと、どちらかというとハード的なものが多かった計

画になっています。これまでに、その当時ありました構想についてはおおむねでき上がったな

というふうには思っております。 

 その中で、今般、新たな観光振興計画をつくろうとした部分でありますけれども、それらで

き上がった財産を生かしながら、しかも本町の恵まれた自然環境等々も生かしながら、どのよ

うなことが標茶町の観光として必要なのかということを、今回、振興計画をつくる中で審議を

していただいたのがこの前であります。今、現状でいきますと、本町の観光振興の基本的な考

え方という部分では、１つは基本理念として協働による自然環境の保全、それと魅力を広く伝

える、そして３点目が観光客の満足度を高めるというようなことで、標茶の持てる観光素材を

どのように提供し、そして多くの方に楽しんでいただき、結果として標茶町の経済環境にどの

ように好影響を与えるかというようなことが一つの基本姿勢となっています。 

 それともう一つ、その審議の中で踏み込みましたのは、ではこの計画の推進をどのようにし

ていこうかということで、町としての役割が１つ、それから事業者団体としての役割はどうい

うものがあるのだろうかということが１つ、もう一つは観光協会の役割、それともう一つは、

最後に町民の皆さんお一人お一人の役割もこの中に必要になってくるのではないかというよう

なことで、総体的に標茶町の観光を振興していこうというようなことが議論されてまいりまし

た。それらを、今、最終的な詰めを行うように審議会の中で詰めている現状でございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） 実は、先日ちょっと札幌のほうに行ったときに、駅の中に「どさんこ

プラザ」というたしかスペースがあって、その中に北海道のお土産品とか地場産のものが売っ

ているコーナーがありまして、その一角にそれぞれ道内の町村のパンフレットといいますか、

ＰＲしているコーナーがあるのですけれども、そこに行ったときに私地元の標茶のパンフレッ

トを一生懸命探したのですけれども、なかったのですよ。だれかみんな持っていったのか、置

いてあるのかちょっとわからなかったのですけれども、地元の町民としてちょっとがっかりし

てしまったものですから、標茶の観光なり名前を売っていくという意味で、どこの方向に向か

っていくのかなというのをちょっと疑問に思ったのですよ。それで今回ちょっと質問させてい

ただいたのですけれども、標茶にはいろんないいものがたくさんあるというふうに私も思って

いるのですけれども、その情報発信がうまくいっていないのかな。ちょっとこの場で言うのは

あれかもしれませんけれども、町外の人からいうと、ちょっとそういう意味でＰＲが下手だね
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というのは言われるのです、よく。ぜひその辺、今回パンフレットも海外号をつくってやって

いくということですので、その辺もうちょっと力を入れてやっていきたいなというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 あと、もう１点ですけれども、移住促進といいますか…… 

（何事か言う声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） いいですか。 

（何事か言う声あり） 

〇委員（林  博君） ああ、そうですか。では、よろしく。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 先ほど基本的な考え方ということでお示ししましたけれども、その中にある「魅力を広め伝

える」ということが大きな柱となっていますので、これまでも行ってまいりまして、各地にパ

ンフレット等が配られていますが、さらにそれらについては十分留意しながら、道内、道外に

向けて情報発信できるようにさらに努力をしていきたいと。各団体とも協議をしながら進めて

いきたいというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） 次、移住対策についてですけれども、町としても、町外、道外からの

移住促進に力を入れているのだろうというふうに思っておりますけれども、現状そういった

方々が標茶に住もうと思ったときに、どういうルートといいますか、情報を得ながらここにた

どり着いてくるのかというのをまず、単純なルートでいいですから、今、現状どういうふうに

なっているか、ちょっとお聞きします。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 現状の例でいきますと、地元に知り合いがおられたという部分が１つ、もう一つは、やはり

ホームページを見ながら標茶町を知って、こちらに移住したいという希望が来られる。または、

以前にこちらのほうに旅行に来たというようなことがきっかけで気に入って、こちらのほうに

行きたいという方もいられるという方がありまして、私どもの地域振興のほうに問い合わせが

参るというような状況でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） これは企画財政課と協調して行っていますけれども、いわゆる不

動産ネットワークという形の中で、そこの部分については単に移住者ということには限りませ

んけれども、そういった部分も含めて、いわゆる町内の不動産物件をご紹介していくというこ

とでホームページなり、あるいは私ども管理課のほうでそういった土地ですとか、情報を提供

しているということも一つの取り組みとして行っているということをご理解賜りたいと思いま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） 本州のほうから特に移住される方は、定年等をされて来られる方が平

均的に多いのかなというふうに思うのですよ。そうすると、郊外にできれば１戸建てのそんな

に大きくなく、そんなに立派でなくてもいいからせいぜい20年ぐらい、10年、20年ぐらい住め
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ればいいというような物件を探しているのがメーンなのかなとちょっと思っているのですけれ

ども、今ホームページからという話がありましたけれども、では現状として、標茶のホームペ

ージからたどってきてそういう物件に当たらないですよね。標茶のホームページを開いて、移

住対策なり移住のお知らせみたいなのがありますけれども、そこをクリックしていっても物件

には当たらないと。これで本当に移住促進という形になっているのかなという、ちょっと疑問

なのですよね。本来であれば、例えば標茶の名前を知っていれば、ああ、標茶に移住したいな

と言えば、そういうふうに順番に、普通、詳しい人は別ですよ、私ちょっと余りそういうイン

ターネットとか詳しくないですから、行くと、最後にたどり着かないですよね、現状。本来で

あれば、そこに行くと、例えば標茶で物件を持っていないのであれば、不動産屋さんのほうに

連絡が行くように、例えば行くとか、そういうパターンもあるのかなと思うのですけれども、

特にそういう形になっていないということが、本当に促進対策ということで力を入れているの

かというのがちょっと疑問なのですよ。 

 ちょっとこれかけ離れてしまいますけれども、もう全体的なことということでとらえていた

だきたいのですけれども、特にホームページについて、これを見てもらう対象をどこに持って

いっているのか。町民なのか、町外といいますか、にも発信しようとしているのかというのが

ちょっとよくわからない。どちらかというと、町民向けのホームページということなのかなと

いうふうに思っているのですけれども、本当はそれでいいのかなという気がしているのですけ

どね。今、本当に情報時代ですので、すぐインターネットで調べるというのが普通のやり方で

すよね。したときに、今の、ちょっと本当に大枠になってしまって大変申しわけないと思うの

ですけれども、そのホームページのあり方というのについてどういうふうに思っているか、大

枠ですけれども。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） まず、移住の対策についての考え方についてお話をしたいと

思います。今までも、それから先ほども言いましたようなラインで問い合わせがあって、その

中で実際に移住に結びついた。そして、そこの中では、物件についてもそこの中で、先ほど管

理課長からもお話がありましたけれども、そういうような情報、それとまた違う地域情報も含

めて提供しながら、実際、移住に結びついているという事例も実際にございます。ただ、そこ

の中で不足があるとすれば、そういうものに何が必要なのかというものも洗い出しながら、さ

らに強化していくことは必要だと思っています。 

 その中で、北海道移住促進協議会という協議会がありますが、そこの中に新たに加入しなが

ら、道内、道外の方にどのような情報提供が求められ、どのような方法で提供していくことが

必要かということも含めて、さらに強化を図ってまいりたいということでありますので、ぜひ

ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） まず、不動産ネットワークの、いわゆるホームページの最終的な

行き着き先ということもお話ありましたので、その部分についてもお話をしたいと思いますけ

れども、基本的には、委員のおっしゃっている部分については、私自身も十分理解はするとこ

ろです。ただ、これは、不動産ネットワークというのは、当然情報を提供する方、いわゆるそ

の土地を貸したい売りたい、あるいは建物を貸したい売りたい、そういった方々の思いもなけ
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れば当然成り立たない。 

 それで、あのホームページに載っている物件情報につきましては、当然、町内の物件もござ

いますし、いわゆる山林・原野の物件もございます。私どもはどういうふうな具体的には対応

しているかと申し上げますと、基本的にはやはり詳細、標茶の魅力をどう発信していくのか、

標茶のあれ以外のいわゆる動産の動きをどう相手に伝えるのか、そういった部分では、基本的

には電話等のお問い合わせに対しては、こちらから再度おかけ直しをして、いろいろと標茶の

魅力だったり、あるいは実際にご希望の、なかなか不動産ネットワークの中でどういう立地条

件なのか、どういう状況なのかというのはすべてわかりませんから、その辺については事詳細

にお知らせをしながら事を進めているということでございます。 

 また、先ほど山林・原野というお話もしましたけれども、これらについては主に、ご承知の

とおり、昭和40年代から50年代にかけての列島改造論のときに大量に町外から買われた土地が

ございまして、私のほうで押さえているのは数千から１万ぐらいということでの筆数を押さえ

ていますけれども、かなりそういった方々からも実は、移住ということではないですけれども、

あのホームページを見て、やはり問い合わせだったり、土地の処分の方法ですとかという相談

もございますので、そういったことでは、より一層委員ご指摘の部分についても配意をしなが

ら進めてまいりたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） 私のほうからは、ホームページ全般のお話ということにさせてい

ただきますけれども、ホームページ自体は何人でも見られるという形でございまして、標茶町

の行政を含めたＰＲをしているということで、例えば転入から始まって、どこで手続をすれば

いいとか、町の機構の部分の職員体制の部分でありますとか、公営住宅の入居状況ですとか、

いろんな部門のホームページの中に、町がアピールをしたい、ＰＲをしたい部分について、各

現課からお話を聞いた内容を更新しながら進めているという状況でございまして、手元、件数

ちょっと今押さえていませんけれども、数万件というふうに年間通して来られているというこ

とでありますので、その内容については、詳細についてはそれぞれ対応先が記載されておりま

すので、そちらのほうで、現課のほうで聞いていただくという内容になっておりますので、お

知らせをしたいと思います、今後とも。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） ホームページを見るとき、できれば開いたときに皆さんが興味を持っ

ていただけるというのか、引きつけるようなページをつくっていただきたいなというふうに思

うのですよね。何かちょっと標茶の場合は余りにもかたいというか、暗いというか、何かそん

なイメージをちょっと私持っているもので、もうちょっとこうほかのいろんな人が、おっ標茶、

えっ何だと、開けるようなページづくりというのをぜひ努めていただきたいなというふうに思

っています。 

 最後…… 

〇委員長（平川昌昭君） ここ答弁要らないですか。 

〇委員（林  博君） いいです、もう。大体もらっているので。 

 最後に、とりあえず、先ほど川村委員も言いましたけれども、私ども任期終わるということ

で、私４年間やらせてもらった中でちょっと感じたことなのですけれども、それぞれ行政サイ
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ドとしては町民の皆さん方に、リードをとりながら、いろんな面で町民の思いにこたえるよう

に努力していただいているというふうには思っております。ただ、その中で、議会の中いろい

ろと、特に一般質問等でやっている中で、仕方ないとは思いますけれども、いろんな制約とか

決まりだとかいろんなある中で、なかなか思うとおりにならないということを、もう私もわか

ってきましたし、逆に町民にもそういうことを教えなければならない場面も出てきたりもして

いたのですけれども、そういったなかなか難しい問題について、町としてどういう対応をして

いくのか、基本的な考え方を町長にお伺いして、質問を終わりたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思いますけれども、当然多くの人たちが住んでいる

中で、社会的なルール、決まりというのがあって、そのルール、決まりの上でしか私どもが実

際に対応できないということは、十分ご理解をいただいていると思います。 

 先ほどの移住対策の中でも、委員がご指摘になった中で、過去の例で言いますと、外から来

られた方で、こういう場所で、カムイヌプリが見えるところに家を建てたいという希望があっ

たとしても、ご案内のように、農地法であるとか農振法の縛りの中で、これはできないわけで

あります。そうすると、そういったニーズに対してどうしてこたえていくのか。あいていると

ころを紹介することはできますけれども、そこでなくて、場所を設定して、ここで建てたいと

言われても、法律が、その法律を越えて私どもが対応できることはできないということであり

まして、これにつきましては、これは私どもが暮らすすべての分野において基本的に法律があ

るわけで、だからそれを越えた中で何もできない、法律を守るということが私どもの最大限の

使命でありますので、ぜひそういったこともご理解を賜りたいと思いますし、ただ私がもう何

度も申し上げていますように、町民の皆さんが何かお困りのことがあれば、ぜひご相談をいた

だきたい。それについては、どういうことでそれができないのか、またどういった方法を考え

ればいいのかということは、それは一緒に考えましょうということを申し上げているので、ぜ

ひ何かお困りのことが、悩んでいることがあれば、ぜひそれは役場のほうにもご相談をいただ

きたいと思います。一緒に考えてまいりたいと思っておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 林委員。 

〇委員（林  博君） 大変私の雑駁な質問の仕方で、大変答えにくい質問ばかりしてしまっ

たかなと思っておりますけれども、大変４年間お世話になったことにお礼を申し上げて、質問

終わりたいと思います。ありがとうございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） （発言席） ２点にわたってちょっとお伺いをしたいと思います。 

 まず１点目は、昨年の12月の21日に町有林で起きた人身事故ということで、町長のほうから、

この議会の始まりに指導監督をしたという話は出ていましたけれども、どのような形で指導監

督をしたのか、その辺の内容についてちょっとお伺いをしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 事故発生後に報告を受けてから、まず現場の安全確保、それから徹底した事故再発防止策の
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検討について請負業者のほうに指示をしまして、それを受けている形で業者のほうでも社内安

全大会の開催等を経まして、労働基準監督署のほうにも相談しながら、工事を再開して現在に

至っているということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） それなりの四角四面なやり方だろうと思うのですけれども、ただこの

人身事故ということになった以上、これ我々は新聞報道しかよくわかっていないのですけれど

も、結果的に事故ということについて、警察のほうだとかそういうものについては、どのよう

なこれ決着がついたということでいいのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 捜査、調査の関係につきましては、委員ご指摘のとおり、警察、それから労働基準監督署が

事故発生直後から当たっておりますけれども、この間、２つの官署からは直接私どものほうに

進捗状況等の報告はございません。それで、会社のほうからも聞いているのですけれども、い

まだに結論が出されていないというふうに伺っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） それであれば、当然こちらのほうとしては打つ手はないのだろうけれ

ども、ただ今後、その業者についてはどのような制裁が科せられたということなのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 懲罰審査会に関しての事務局担当といたしましてお答え申し上げ

ます。 

 ご案内の事故に関しましては、発注者が本町ということで、今、農林課長からの内容の説明

ありましたとおり、いわゆる労基、それから警察のほうの調査の結果、処分についてはまだ示

されておりませんが、発注者としての対応として、事故発生後、12月27日にまず１回目の審査

会を開催いたしまして、まず指名停止、その時点での町に対する指名の停止を当面の間という

ことでかけました。これ以前にも会社さんのほうからは、事故直後から、実は指名に関して辞

退する状況もありました。最終的には、１月26日までの１カ月間の指名停止ということで、指

名停止期間として行ったところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） あの事故を振り返ってみますと、私なりに考えても非常に単純で、イ

ロハのイのことが起きたのかなと。逆に考えても、そんなに距離が、短い区間に２人がいて、

倒したことによってその事故が起きるということは、普通だれが考えても倒れる段階では危な

いということはわかるので、そういう単純な事故が起きたということ。 

 それと、今、いろいろと、私も鉄砲やりますけれども、苫小牧のほうで鉄砲の問題で作業員

が撃たれたということもありますから、今後、町として、発注者として、そういうな問題につ

いては最善の努力をしながら対応していっていただければと思いますけれども、いかがですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 最善の努力をということでございますが、全くそのとおりだというふうに考えております。

今回の事故につきましても、林道の工事だったのですけれども、支障木の伐開があるというこ
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とで、その部分どういった作業をするのかということは事前に聞いておりました。その中で、

大丈夫だろうという確認はしていたのですけれども、単純な事案なのか複雑な事案なのかは別

にして、やはり労災事故というのは思わぬところで起きてしまうということを、今回身をもっ

て感じたところであります。ですから、イロハのイのところから、安全対策については今後と

も気を配りながら発注をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） 補足して説明をさせていただきたいと思いますけれども、ただいま

担当していました農林課長のほうから、今後の扱い方についても説明をさせていただきました。 

 町全体としてどうするかという問題がありますので、懲罰審査会等々を通じてこれからのあ

り方についても、ただいま農林課長のほうから説明したとおりでありますけれども、ただこの

間、大変な事故が起きたのでありますけれども、いわゆる町内の業界の方々を含めて、自分た

ちの事故であったごとくの総括をしながら、安全パトロール等も開催していただいてきた経過

がございます。他山の石とせずに、町内の業者の皆さんも今後十分気をつけると。もちろん町

としても、そういう全般、起こした業者だけではなくて、他の建設工事を担当する方々を含め

て同じような認識に立っていただきたいということで、この冬期間に寒い中、安全パトロール

等も実施いただきました。そのことを労働基準監督署のほうに報告しながら、先ほど業者の側

もみずからが安全大会をやって再点検すると、総括をするという形の中で、労基署のほうに報

告をしておって、実は工事の再開についても、労基署としては特に異存はありませんというよ

うな答えをいただいて、工事の再開もさせていただいたという状況も含めて考えますと、非常

に大変な事故でありましたけれども、総じて言うと、町内の皆さんのそういった謙虚なあるい

は温かい気持ちが、それぞれ相当この事故をめぐって動いているなというような感じをさせて

いただきました。非常に雇用の場としての創出も含めて、業者の存在を含めて心配をいただい

ているところであります。 

 これを契機にしてさらに気を引き締めて、安全な工事ができるよう、さらにまた指導してい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） 次に、もう１点、また昨年の話になるのですけれども、国民健康保険

の料金のことなのですけれども、過払いをして戻してもらったという経緯がありますけれども、

税務課長、この辺のところについては、そういうことがあったかどうなのかちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 特定の事例ではなくて、過払いで還付の手続というのは通常あり

得る事例であります。 

（何事か言う声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 納める方、納税者の都合により過払いなり誤って支払ったという

手続というのはございまして、その場合につきましては、町としてはお返しするのが筋ですの

で、そのような手続をとらせていただいております。 
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〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 過払いといっても、本人がわからないで、75歳以上になって、結果的

には今までの保険料と、今度75歳以上になったことによって少し安くなるという形の中で両方

受け取ったということで、過払いというのは、本人が町に間違って、言われたとおり納めたと。

そのことが後でわかって返ってきたと、こういう話なのですが、そういうことがあったのです

か。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） なかなか個別の内容ですので、具体的に細かくは申し上げづらい

のですが、国民健康保険税につきましては月割り課税という方式をとっておりまして、納税者

の方の状況によりまして月の状況で税額が変更になります。それで、７月１日に当初の納税通

知書を発付いたしまして、その後に税額が変更になった場合には、もう１通の納税通知書が行

く形になります。２通の納税通知書で納めた場合につきましては、当然２回支払うという形に

なりますので、１回分を余分にいただくことになりますので、その部分についてはお返しする

という手続をとります。通常、還付するという手続であります。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） ただ単に、今、課長が言われたように、お返しをするということだけ

なのですか、そういう形の中で、ただそういうことが起きたときには。例えば３カ月分多く払

ったと。ということは、３カ月分ということは、３カ月、町のほうがそういうことは知らなか

ったということなのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 収納になった段階で調定額と収納額と確認いたしますので、その

時点で多いのか、少ないかというのは確認がとれますし、一定期間、一遍に毎日毎日返す手続

もできませんので、一定期間たまった中で、例えば月に１回だとか、過払いがありますよとい

う還付通知というのをご本人に差し上げることになります。その段階で、口座に返しますかと

いうような連絡も差し上げた中での手続であります。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） 過払いの場合は返すと。その返し方は、どういう形でもって返してい

るのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 電算化いたしまして、コンピューターシステムで歳出、歳入のほ

うも取り扱っておりますが、事故が起きないように、原則ご本人の口座にお返しするという手

続になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） 問題は、今、課長が言ったように、本人の口座にというのはわかりま

す、当然。ただ、口座に入れるというときに、その本人に町のほうから、あなたの口座番号を

教えてくれと、こういう、今、いろいろ振り込め詐欺で大騒ぎしている時代に、これもまたこ

としもまたふえてきているような状態に、町の職員がですよ、口座番号を教えてくれというこ

とは言ったのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 
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〇税務課長（高橋則義君） 先ほど申し上げましたが、最初に還付の通知をする場合には文書

で差し上げております。それで、期間を定めた中でお願いしているのですが、どうしてもご連

絡がとれなかった場合につきましては、担当者が利便性を図るために電話で確認する場合もご

ざいます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） 私は、一番おかしいなと思うのは、今言ったように、あなたの口座番

号を教えてくれ、そこに振り込むからという形をとっているということは、どういうことなの

かということなのですよ。結果的には、私も防犯協会の役員をやって、月に１回ぐらい銀行の

前だとか郵便局の前に行って、振り込め詐欺に気をつけてくださいということでパンフレット

を配ったりなんかしています。そして、ここにいる町長も、そういう会合の中では、振り込め

詐欺だとか、そういうものについては気をつけなさいと言っているわけですよ。それを町の職

員がそういう形でもって言ったということがあるのですけれども、この辺についてはどう思い

ますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。高橋課長、ちょっと声のボリューム上げて、聞

こえるようにしてください。 

〇税務課長（高橋則義君） 通常の手続の中で、最初には文書で差し上げておりますし、どう

しても納税者の方にいち早く正確にお返ししたいということで、電話の中で確認をとっていた

という事実でありますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） ただ、私が聞いているのは、そういう聞き方をしたのかどうなのかと

いうことを聞いているのですよ。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 文書の中でも口座の通知をお願いしていますし、どうしても返答

のなかった場合につきましては、担当者が電話の対応の中で確認をとらせていただいていると

いうことであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） だから、何回も言うように、結果的にはそういうことがあったのかな

いのかということを聞いているわけなので、あったのならあったで言ってください、はっきり。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 質問の趣旨のとおりでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） 例えばそういう場合に、私も保険のことは余りよくわからないのです

けれども、そういうダブったりなんかしたという形の中は、今までにも何件かあったというこ

となのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 先ほども申し上げましたように、７月に当初の納税通知書を発付

いたしまして、月の中で、例えば世帯に国保から社会保険に加入になったとか、先ほど委員が

申し上げられましたように、後期高齢者医療に異動になったという場合につきましては、国保

税の変更になりますので、８月以降に新しい納税通知書が発付されます。７月の当初の納税通
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知書と、その以降の納税通知書と２回納めるという事実は当然あり得ることだと思っておりま

すし、実際にもございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） だから、もっと簡単に答えてください。そういうことが何回かあった

のかどうなのかということを聞いているのだけれども、その辺はどうなのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 何回かというか、通常、日常的にあり得ることでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） ただ、何回もこんなことやっていてもしようがないので、ただそうい

うような町民に不安を与えるような連絡の仕方というのは、当然疑問に思うわけなので、その

ことについては、多く徴収したというものについては、どういうような形でもって今まで返し

たのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） ぜひご理解いただきたいと思いますけれども、制度上で、１回納付

書を発行したものが、先ほど課長から説明したとおり、事情が発生して変更しなければならな

いということで変更をします。その際に、これも言っているとおり、当初発行している納付書

と変更の納付書が行ったときに、当初の納付書でお金を納めてしますことはあり得ることであ

ります。これは間違いとかなんとかということではなくて、制度上そういう仕組みになってい

るもんですから、結果としては不必要というか、余分な、町で徴収すべき、あるいはいただく

べきお金ではないものが入った分については、お返しをしなければならないという、その手続

上の問題であります。 

 今、議論を聞いていて問題だなというのは、私もそのとおり、お年寄りの方には気をつけな

ければならない。これ一般の方でも同じでありますけれども、口座番号を町ということで電話

で聞いても、相手方が町であるかどうかは確認とれませんから、そういった面で、口座番号を

電話で聞くことが果たして妥当かどうかという問題は残っているなと。ただ、このことも、長

い役場行政の仕事としては、特に問題も発生しないできた経過がございます。ただ、委員から

のただいま指摘がございますので、そういった面で、電話番号で相手に顔もわからない、身元

確認できない中で口座番号を聞くというふうについては、相当の検討を加えなければならない

なというふうに考えるところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員。 

〇委員（後藤 勲君） わかりました。とりあえず、そういう形の中で、皆さん方に迷惑かか

らない、不安を与えないようなやり方をやっていただければと思います。 

 以上で終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 １時００分 

 

委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 
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 総括質疑を続行いたします。 

 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） （発言席） 特別款項質疑のなかではお伺いしなかったのですが、ま

ず１点は、スポーツ部分と文化の部分で、私なりに差があるなというように感じている部分が

ありますので、その点についてお伺いしたいなというふうに思っております。 

 多くではないのですけれども、例えばスポーツの場合ならスポーツ表彰とか、それから多く

標茶町というふうに冠がつく行事というのはたくさんありますけれども、実質、駅伝大会とい

うは町主催ということになっていますね。そういう部分で、文化のほうについてはないのでは

ないかというふうに考えているところなのですけれども、そういう意味で、一つの部分だけな

のですけれども、駅伝大会について、保健体育の部分になるわけですけれども、各節に分かれ

ていますので、さっき言いましたように、内容については聞かなかったのですけれども、どれ

ぐらいその行事について経費がかかっているか、まずお伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） お答えいたします。 

 駅伝につきましては、報償費、それから需用費、役務費という形の中で、新年度で52万2,000

円を計上させていただいております。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 町主催ですので、幾つかというか、条例の中にもある、職をいただい

た方は行事に携わらなければならないという部分もありますし、実際、前日、当日という部分

で、町の職員が多くかかわっているというふうに私も何度か見ているので、そんなふうに思っ

ています。また、当然昼にかかったりしますので、弁当等も出ているというふうに思っていま

す。そういう点では、最初に言いましたように、文化のほうではどうかというふうに思うとこ

ろですけれども、例えば菊まつりとか文化祭とか、菊まつりを町主催の行事にしなさいという

ことではないというだけはお断りしておきますけれども、わかりいいようで言えば、文化で言

えば、各種団体が自主的にやっているわけですけれども、菊まつりとか文化祭があるというふ

うなことで考えていただければいいのではないかと思いますけれども、菊まつりで言えば、経

費含めて、担当する方にちょっと伺ったことがあるのですけれども、先ほど弁当と言いました

けれども、弁当にこだわるわけではありませんが、弁当代も予算的に見るのが大変だというよ

うなことも聞いています。また、私なんかは文化祭にかかわっているのですが、各地区で催す

文化祭を一同に集めた合同作品展というのがあるのですが、そういう部分についてもチラシを

入れたりする経費を節減しなければならないとか、かなり予算的に困っていると、それから当

番等も阿歴内とか、遠方の部分については、人の面で大変だというふうに、これは私も担当し

ていますので、そのとおりなのですが、そういう部分で何度もお断りしますように、私も考え

がいろいろと出ませんので、わかりいい部分ではその２つのものがあるのですけれども、端的

にそういう部分で町主催となればスタッフ的にもすごく違うのではないのかなというような部

分で、スポーツがあって、文化の部分で町主催に何かをするというような考え方というのは、

教育委員会側ではないかどうかをまずお伺いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） お答えいたします。 
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 駅伝につきましては、ご承知のとおり国道391号線を走っているということで、警察の許可の

関係からもかなりのスタッフを用意しなければ許可が出ないという部分がございまして、この

間ずっと標茶町と標茶町教育委員会が主催、そして陸上競技協会と、それから体育指導員の会

が主管というような形の中で実施してきております。 

 今言われたように、文化祭とか、そういった部分につきましては、文化活動の自主性だとか

主体性だとかという部分が、今の形で、実行委員会というような形で開催されてきているとい

うふうに私は理解しておりますので、特に今後、町のほうで文化面での主催をするという部分

については考えてはおりません。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 駅伝に限って言えば、今、課長言われたような状況が違うかなという

ふうに思っています。ただ、余りすそ野を広げますと、ちょっと絞り切れませんので、制度的

に言えば、先ほど言ったスポーツ表彰があったり体育指導員があったりとかという部分があっ

て、先ほどちらっと言いましたように、体育指導員の場合は、町が主催するものについては出

なければならないというような一項があったりしますので、そういう部分が文化との違いがあ

るなというふうには思っているのです。今回の、今回だけではなくて、今までもありましたけ

れども、教育長の教育執行方針の中の芸術・文化・芸能の振興の中の部分をとりましても、年々

レベル向上して内容も豊かというような部分があって、多少たしなんでいる者にとっては大変

うれしい言葉なのですが、陶芸等については本当にこの言葉どおりだなと、すごくかなり水準

上がってすごいなというふうに思っていますが、ある面では美辞麗句というか、そんなふうに、

私なんかひねくれてとっているつもりはないのですが、そういうふうに感じる部分があります。

今、町の行事に云々という部分とつながりませんけれども、文化活動の今その言葉だけをとれ

ば、一つの部門で言えば、絵画なんていうのはすっかり姿が薄くなったなというように感じる

ところなのですけれども。 

 それで、先ほど言いましたように、民は民で十分自主的な活動をしているという部分もあり

ますけれども、一方では、これから文化の面でも町が主導、生涯学習という部分もかなり言葉

が最近忘れられてきておりますが、生涯学習というのは文化ではなくてスポーツもすべて、健

康も全部含めてということですので、余り言うとまた言葉じりをとられることになりますけれ

ども、そういう意味でぜひ考えていただけないものかという部分で、今までの中で教育委員の

会とか、それから社会教育の上では企画立案をするという任務を持っている社会教育委員の会

とか、そういうようなところでこういうようなことについての、文化とスポーツの面での差の

という部分で話題になったことはありませんか。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） まず、文化面での町のかかわりということで言いますと、例

えば委員ご承知のとおり、文化団体連絡協議会に対する助成金だとか、それから文化講演会に

対する助成金、それから行事利用車両運行補助金、あるいは先般女性のつどいの後に行われた

ＪＵＮＣＯ＆ＣＨＥＥＰのコンサートに対する文化振興助成金の支給だとか、そういったこと

で、私ども教育委員会としても十分文化活動に対する意を配しているというふうな理解をして

おります。 

 それから、社会教育委員との関係で言いますと、必ず社会教育委員の会議に、いわゆる各公
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民館だとか、それから郷土館、図書館、そういったところの活動報告だとか、活動方針だとか

というのを毎年提案して諮っておりますし、そういった形では助言をしていただいているとい

うふうに理解しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） 多少ちょっと私の聞きたかった部分と違いますが、端的に言って、今

までそういう部分のことはなかったのだというふうにとらせていただきたいと思っています。 

 繰り返しになりますけれども、確かに文化団体等の部分については、助成という形の中で自

主的に活動しているのですが、町主催となった場合については、かなり意味合いが違うという

ふうに私も考えておりますので、ひとつ教育委員の会、それから社会教育委員の会という中で、

話題として提供して、テーマとして考えていただければというふうに思うのですが、まずその

点についてはいかがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思いますけれども、今、課長のほうからもお話し申

し上げたとおり、スポーツ面が優遇されて、文化面がそうでないのではないかというような質

問に聞こえるのですけれども、基本的には、やはり大事なことは、これまでもずっと公民館職

員とかも含めて、スポーツも含めて、文化面も含めて相当支援してきて、そして生涯学習面か

らも含めてやってきて、今の成果があるということなのですよね。それがやはり自立して自主

運営していくという、それ今の状況になっているということは非常に喜ばしいことだなと。あ

えてまた町主催に戻すという話にはなかなかなってこないのかなと。スポーツ面に関しては、

たまたま先ほど課長言いましたように、規模的なこととか、いろんな条件があってそういう形

もとっていますし、スポーツ表彰面も今お話あったのですけれども、その辺につきましても若

干要綱等を検討していまして、文化・芸術面の表彰も今考えているということもありますし、

それと補助的な資金的な面で差があるのではないかというようなちょっとお話も聞こえたので

すけれども、先ほど課長も申しましたとおり、文化についても、はっきり申し上げて、釧路管

内的なことも申し上げますと、これだけ芸術団体とか文化団体、そういったものがあって活動

しているということは、ほかの町村ではないはずです。そういった面の社会教育、特に文化面

の活動に対しても、我々はしっかり支援していますし、活動もしっかりやっていただいている

なと、盛んな町だなというふうに、私は理解しているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） また何かのときに、いろいろ調べながら要望するということもあろう

かなというふうに思っております。全くないというふうに受けとめましたけれども、また違う

角度で教育委員の会とか、社会教育委員の会等に話題としてぜひ検討していただきたいなとい

うふうに思うところです。 

 次、臨時職員の賃金ということについてお伺いしたいというふうに思っています。 

 昨年の12月に道新で、「官がつくる貧困」という４回の連載がありました。これは、一般事

務補助の、現業部分ではなくて、一般事務の臨時職員の年収ということで、釧路管内で白糠に

ついては空欄になっておりましたが、釧路市を含めて７つの市町村で一番低かったと。単純に

向こうが調査して載っかったものがそのとおりであるかどうかということは、ちょっと私も知

るよしがないのですが、正規職員についても、昨年、一昨年とそれぞれボーナスやら月給がカ
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ットされてきております。特に、この見出し等を見ましても、臨時職員の賃金が低いというふ

うに標茶が出ていたという点で、それについての見解というのはどのようなのか、まずお伺い

したいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをしたいと思います。 

 委員のおっしゃるとおり、管内的には、一般事務職員については低いのかなというふうに思

ってございます。ただ、従前から人事院勧告の職員と同様に上げてきた部分も実はあったりも

して、最近になっては給与に関しても減少傾向にございますので、停滞をしていたということ

もあります。今現在は最低水準にありますけれども、昨年までの金額に対して1.91ポイントア

ップさせた形で、23年度については5,660円の一般事務職員賃金で支給をするということで進め

ているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） 今、答弁ありましたように、1.91ポイント上げてという部分で、これ

でいきますと、最低賃金法という部分についてはクリアをされているのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） クリアをしてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤委員。 

〇委員（伊藤淳一君） そういう点でクリアされているということですので、今後につきまし

ても、職員等の人件費というものを下げるというのではなくて、臨時職員の賃金をアップする

という部分で、物件費なり消耗品費等を節減して、ぜひそちらのほうに向けていただければと

いうふうに思います。 

 今後につきましても、官製ワーキングプアなんていう言葉を使われていますが、かなり官の

場合について、道のほうも何かきょうテレビ等で言っておりましたけれども、大変雇用場づく

りとしての重要な任務を担っているというか、担わざるを得ないような状況になってきており

ますので、ぜひ官がつくる貧困ということのないように、今後もそういうことに向けられるこ

とを要望いたしまして、私の質疑を終わりたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 小林委員。 

〇委員（小林 浩君） （発言席） １つだけなのですけれども、確認と希望の意味も込めて

の質問なので、ちょっと政策的なことになってしまうかもしれないのですけれども、４年前か

ら何回か僕質問していて、やっと願いがかなったというか。実は学校給食に地元の牛乳をとい

うことなのですが、新聞に出たときも、あっと思ったのですけれども、僕が希望していたこと

というのは、もちろん地元のものを地元の子供たちにというふうに言っていたのですが、そこ

に地元のいろんな人がかかわって、もちろん生産者もそうなのですけれども、つくる人も販売

する人も地元の人たちで、そこに雇用が生まれて、そこで何か一つの産業が成り立つというよ

うなことをずっと言っていたつもりだったので、そのときの答弁にも、まずは学校給食に地元

の牛乳をというふうに、そこから突破口というふうに聞いていたもんですから、そのことにつ

いてまだ変わりはないのか、このまま中標津で牛乳をという形でいくのかということを、ちょ
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っと聞いておきたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 学校給食に地元産牛乳を提供する取り組みなのですけれども、従前から、まず地元にある原

材料を使って何かをつくっていくと、そういう取り組みの中から地域１次産業の活性化を図る、

あるいは地域の方々に誇りを持ってもらう、そういう意味で、今回、学校給食の取り組みをず

っとやっておりまして、委託という形で実現を見るところまでこぎつけております。 

 委員ご指摘のとおり、地元でプラントを持って、そこで雇用が生まれて、域内循環が生まれ

てというのは、ある意味、最高の形ではないのかなというふうに思っております。その部分に

ついても検討の中にはあったのですけれども、やはり学校給食ということに主眼を置いて牛乳

を生産するという部分で言うと、先行して行っているＪＡ中標津、あるいは別海の公社を視察

に行ってお話を伺った段階でも、相当販路の確保であるとか、あるいはランニングコストの確

保とか、そういう部分で大きな課題があるということで、また町内で先行している、加工に取

り組んでいる方々にも打診はしたのですけれども、機械等の整備があれば、やることは可能だ

がというお返事はあったのですけれども、それ以上みずから進んでやるという部分にはその段

階ではいかなくて、今回、委託という形での学校給食の提供というふうになってございます。 

 ただ、担当課としましては、冒頭申し上げたように、最上の形ということで、例えば民間の

中で、この先もっと特徴的な製品をつくっていきたいとか、そういう要望がありましたら、制

度面でのアドバイス等々について最大限の支援はしていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林委員。 

〇委員（小林 浩君） そのときと変わっていないなということは十分今理解しました。ただ、

何となく逆に地元の人たちの火を消してしまうことになるのではないかなというような僕ちょ

っとそんな気がしたもんですから、変わりがないということを、今、確認できたのであれだっ

たのですけれども、地元からの牛乳だって、子供たちは口に入ると思うのですが、一般の市場

ではまだ販売されるのかどうかというのもわからないのですけれども、それはどうなのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 この取り組みについては、標茶町農協が中標津農協との間で行う取り組みということで、町

も折半して支援をするという形で予算措置をさせてもらっております。そういった協議の中で、

標茶農協から伺っているのは、子供たちに飲んでもらうと、そういうことが実現すると、当然、

親御さんたちも飲んでみたいという声も上がってくるだろうし、あるいは標茶の牛乳に関心を

持ってくださる方があらわれて、ぜひ口にしたいという、そういう声が出てくるというような

こともありまして、実は学校給食用には200ミリリットルパックで提供するのですけれども、同

時に１リットルパックをつくるというようなことも、今、検討の素材として上がってきており

ます。また、将来的な部分で言うと、業務用の大きなポリの容器といいますか、そういう提供

の形もできますよということで、先方中標津農協のほうからは提案を受けておりまして、それ

ら時期を見ながら、農協さん、標茶農協のほうで取り組んでいくものというふうに理解してお

ります。 
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〇委員長（平川昌昭君） 小林委員。 

〇委員（小林 浩君） その牛乳についてはよくわかりました。 

 今、掘り返すようなことになってしまうのですが、以前はよく標茶ブランドという言葉を使

って、できれば地元の人たちが地元でそういう製造をして、そこにいろんな経済が生まれると

いうことを町長も願っていたことだったと思うので、ぜひそれを起爆剤にそっちの方向にとい

うふうに思うのですが、そのことについてはどうでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） 委員ご指摘の点につきましては、私は当初から、生産者がみずからど

う考えてどう販売していくかということを、まず第一に決定すべきである。そのことを持続的

に続けていかなければ、消費者との信頼関係はできませんよということをずっと申し上げてき

たわけでありまして、この間、かなりの時間かかりましたけれども、生産者、ＪＡさんと話し

合った結果として、今回の手法が一番だという結論に達したわけであります。 

 物を生産するということは、ご案内ように、販売をしなければいけないわけでありまして、

どう販売していくかということの見通しがなくて、ただ単に標茶で生産すればいいということ

ではないわけであります。このことはぜひご理解をいただきたい。特に牛乳などというこの新

鮮な生鮮食料品についていうと、マックスでいっても１カ月ぐらいの話なのですよね。だから、

そういった意味で、私は、標茶で一番の自信のある生産者がまず子供たちにということで、今

回の取り組みになったということでご理解をいただきたい。 

 ブランドというものも、結局消費者に理解していくための手段として、原料を供給するより

はわかりやすい形で商品としてお届けすべきではないのか、そちらのほうが近道ではないのか

なということを、この間、私はずっと繰り返してまいりました。事業をスタートするのは、あ

る意味一つの決断があればできることですけれども、それを持続的に発展させていくというこ

とを考えた場合に、いろいろな手法、いろいろなことがあると思います。それと既存の秩序、

それから日本全体の消費構造等々を考えたときに、今回の手法が私どもとしては最善の手法だ

というぐあいに考えましたので、こういった結論に立ったということでぜひご理解をいただき

たいと思います。 

 これからも標茶の中で、標茶でとれるもの、標茶のよさをこういった形で販売したい、売っ

ていきたいということがあれば、それはそれでこれからも私どもは支援をしてまいりたいと思

いますし、こういった情報がありますよということに関しても積極的に取り組んでまいりたい

と思います。ただ、何回も申し上げますけれども、生産したものをどう売っていくかというの

は、これは生産する人と系統の方が決めることだと、そのように考えておりますので、ぜひご

理解いただきたい。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林委員。 

〇委員（小林 浩君） よくわかりました。 

 ただ、僕が思っているのは、そういうことではなくて、確かに町長が言うとおりだと思うの

ですが、最初は苦労するだろうけれども、地元のいろんな人がかかわって、もちろん生産から、

製造から、販売から、地元の人たちで経済を成り立てていくのだという考え方で、町が支援し

たらどうですかという質問をずっとしていたもんですから、確かに今、農協さんがとなりのＪ

Ａとの関係で、標茶の子供たちの口に牛乳が入る、標茶の生産した牛乳が飲めるということに
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はなったのですけれども、それでは何かすごくリスクのかからない方法を選択したような気持

ちが僕はしたのです。だから、地元の経済が、それで地元の経済となるのかなというふうに思

っているのですが、いかがですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 リスクの少ない、当然、事業をスタートする以上、リスクを少なくするというのはこれ当た

り前のことでありまして、リスクが多ければいいという話にはならないわけです。そのことと、

私申し上げましたように、何が一番大事かということを考えたときに、これから標茶町が基幹

産業・酪農を安定的に発展させていくために、何が大事かということを考えたときに、一番ス

タートラインのまず生産された牛乳がどなたにも飲まれていないという、ここを何とかしなけ

れば、標茶は先は見えないだろうということで、ずっとこの間申し上げてきました。 

 それをどうやってやるかについては、本当に町民の皆様、幅広い皆様のご意見を伺いながら、

どうしたほうがいいのかという中で、まず学校給食という合意形成が図られたわけで、それに

ついてみんなで知恵を出し合って取り組んだ結果として、今回のことがなったということでご

ざいます。だから、これを起爆剤にしていろいろな可能性について、町民の皆様なり各業界の

皆様方が、こういった提案もありますよということをぜひ私は考えていただきたいと思います。 

 ただ、新しいものをつくるわけではないわけですよ。既存の、いわゆる秩序というものがあ

るわけです、この業界の中には。標茶町がすべて自分たちで物をつくって販売していくという

ことが、既存の秩序に対してどういうことなのかということもやはり考えていただかないと、

標茶の牛乳の半分は雪印の磯分内工場で処理されています。そして、残ったものはホクレンの

クーラーステーションで販売されているわけです。こういった現実を真摯に見詰めたときに、

どういった手法があるのかということが、結果として委員ご指摘のように、リスクの少ないと

いう方法かもしれませんけれども、それは経営を考えた場合、当たり前のことだというふうに

私は理解しておりますけれども、そういったことでぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林委員。 

〇委員（小林 浩君） わかりました。いつまでもここで話ししていてもあれなので。 

 いずれにしても、僕がずっと思っていたことは、せっかくこの地元の標茶高校で年に何度か

やっている「うまいもの市」という町でやっているやつでも、あれだけ地元の高校がつくって

きたものが人気があって、町民の皆さん喜んで買っていくというのを見ていますので、僕は地

元の、最初言っていたのは、地元の標茶の高校の牛乳を給食の中に、年に１度でも２度でも、

月に１度でもという話を聞いていたもんですから、逆に僕はそうなってくれればいいなと思っ

ていたのです。地元でせっかく、ここの高校の生徒があれだけの商品をつくる技術を身につけ

て卒業するわけですから、ぜひそれを生かして、そのままその子たちがそのものを生産できる

ようなものがこの町にできればといいなと思っていたもんですから、それが僕の希望だという

ことを言って、質問を終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 答え要らないですか。 

（「   と思いますので、     」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 菊地委員。 
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〇委員（菊地誠道君） （発言席） せっかくの機会ですので、何点かについてお伺いをいた

します。 

 まず、町営住宅についてお伺いをいたします。 

 町営住宅については、ここに３月の町広報がありますけれども、毎月、町営住宅の入居者募

集、各団地、それから大きさであるとか、家賃であるとか、もろもろ詳しく載せて募集してお

りますけれども、その入居者募集についてなのですが、たまたまここにも地元の虹別団地の入

居希望として出ていますけれども、今回、地元でちょっとした話題になっていたのですが、ひ

とり暮らしのお年寄りが亡くなったということで、ひとり暮らしですので、入浴中にお亡くな

りなって、何日間かわからなかったと、そういったことでいろいろと後始末等でも管理課のほ

うでは苦労されたのではないかと思いますけれども、そのことについてちょっとお伺いします。 

 この入居、それから出られる方については、さまざまな理由で引っ越しされる方、あるいは

今回のように亡くなられる方、さまざまな理由で入る方、それから出る方、いろんな理由ある

と思うのですが、そういったことで、たまたま何日間かふろに入ったままわからなかったと、

ストーブもつけっ放しで。私は現場には行っていませんけれども、ちょっとした話題によりま

すと、大体ここでは余り言いたくないのですが、一般の自然死とはちょっと違った状態で発見

されたということで、それは最近いろいろと標茶もほかの地区と同じように高齢化を迎えて、

こういったことがこれからもいろんな形で出てくると思いますけれども、そういった場合に、

いろんなそのときそのときで事情は違うのでしょうが、その後始末に関してですが、どこまで

次に入られる方にとって最適な修復といいますか、管理課のほうでやっていただけるのか、ま

ずお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） お答えいたします。 

 まず、一般的な公営住宅の退去時の業務、事務ですけれども、基本的には、通常は退去者の

方と退去時に立ち会って、いわゆる修繕箇所の確認をさせてもらうと、いわゆる次の入居者の

方が快適に住んでいただくということで、ご本人の負担していただく部分の確認、それから、

いわゆる大家として当然経年劣化の部分を含めてやらなければいけない部分、そういった部分

を確認しながら修繕をしていくというのが通常の手法でございます。 

 それで、ただいま委員がご質問の、いわゆる、確かに今回委員おっしゃっている部分につい

てはかなり特異なケースで、今回お一人でお亡くなりになったということで、こういうケース

については、すぐに発見されたかされないかは別にしても、通常、例えば公住において、当然、

高齢者の方もたくさん入居されていますから、公住でお亡くなりになるということは、これは

もう日常的にあることでございます。 

 そういった意味では、特に今回のお話の部分を推察いたしますと、特別な死ということで、

多分日本人的な、これは私もそう思うのですけれども、やっぱり心理ですとか、考え方ですと

か、やはり次の方がどういう形の中で気持ちよく入れるかというところに対して、どこまで痕

跡といいますか、処理するのかということだというふうに理解します。 

 先ほど一般的な修繕の話をさせていただきましたけれども、基本的には遺族の方あるいは親

族の方と、これは先般たまたま、今、委員ご質問の部分については、つい最近ですけれども、

ようやく退去になったということで、ご親族と私どもの職員が立ち会ってその確認をしてきて、
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その確認内容についてはちょっと私もまだこの議会中で目を通していませんけれども、基本的

には、心情的なものは十分私も理解できますけれども、通常の営繕の範囲で対応させていただ

くというのが原則になろうかなというふうに思います。これは、次に入居される方が日常生活

に支障の来さないということが大前提となりますので、そのような形の中で対処をしてまいり

たいと思いますし、特に、こういうケースばかりではないのですけれども、当然、通常の修繕

で及ばないものがあった場合については、当然プロの、例えば清掃会社ですとかも含めて活用

させていただいているということも、あわせて答弁いたしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 通常の自然死といいますか、そういったときはさほど、それでもやっ

ぱり気にする人はするのですが、問題ないと思いますけれども、今回のように、余り状態のこ

とをここで詳しく言うとちょっとリアルになって、私も言いたくありませんけれども、話によ

りますと入浴中でお亡くなりになったということは、相当時間たつとどういう状態かというの

は皆さん大体想像できると思いますけれども、少なくとも原状回復といいますか、今、課長が

答弁されたように、私、素人感覚ですけれども、別に壊れたとかそういうことではなくても、

そういう状態であれば、ふろおけぐらいは取りかえるのかなと、最低でも。そういったことを

ちょっと思ったもんですから、お聞きしたわけなのですが、今その対応の仕方についてはそれ

以上は聞きませんけれども、今回の事例は別にして、今までに、例えば事故であるとか事件で

あるとか、極端に言えばもうちょっとひどい事例もあったと思うのですが、そういった対処と

いうのはどういうふうに今までやってきたのかをお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 今までの対処ということで、多くの事例はございません。また、

個々の事例をここで詳細に述べることは、私自身は差し控えたいなと思いますけれども、例え

ば当然みずから命を絶つということもあります。そういった場合についても、当然先ほど申し

上げましたとおり、次の方が生活に支障の来さない、例えば目で見えたもの、見えるもの、そ

ういったものについては当然修繕をおかけしていきます。 

 また、先ほどの委員、ふろがま、浴室、浴槽ですか、の話もされましたけれども、これかな

り、これはもう当然さっき言ったとおり、心情的には私も、日本人的な感覚でいくと、やはり

リニューアルするぐらいな気持ちがあってしかるべきかなとは思いますけれども、果たして、

ではどこまでやるのだと。例えば今回の場合は浴室ですから、浴室だけでいいのか、例えば人

によってはもっと違う要望もすることもあります。この部分については、いたずらに次の入居

する方、あるいは住民の方々に不安だったり、そういったものを助長するということには私は

ならないというふうに考えていますから、その辺は通常の営繕の範疇で、なおかつ先ほど、何

回も繰り返しになりますけれども、次の方が生活に支障を来さない範囲でやるべきだというふ

うに今現在も思っていますし、冒頭の話にまた戻って申しわけございませんけれども、過去に

そういったみずから命を絶つような場合もありましたけれども、そういった部分については、

当然視覚的に問題のあるものについては、すべてきちっと解消するということで対処してまい

っているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） わかりました。 

 - 54 -



平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会記録 

 

 その後のことなのですが、そういったことがあった後に、こうやってある程度の手を加えて

募集するわけなのですが、そこに入られる方についてちょっと、地元では当然そういったこと

があったということを理解して入る方、入らない方はそれぞれ自由なのですが、ちょっと心配

するのは、よそから結構来て、虹別も地元以外の方が相当入っていますけれども、そういった

ことがあったということを知らないで入居、ここには載っていませんから、よそから来た場合、

後からこういうことがあったのだ、ああいうことがあったのだと聞かされて、何でそういった

ことを周知されなかったのだと、ないにこしたことはないのですが、そういったことでちょっ

とトラブルというのかな、そういったことが心配されるので、その点についてはどう考えてい

るのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 今のご質問についても、心情的には私も大変理解をするところで

す。ただ、先ほども申し上げましたとおり、いたずらに新たに入居を申し込みする方にその事

実を正確に伝える、あるいはそういったことがあったということを知らせて募集することの可

否について、どうなのかと思いますと、私どもの今の、現在のやり方でいくと、どちらかとい

うと、そういったことは、当然尋ねられたり、あるいはそういった経過について求められた場

合については、当然お話をさせてもらう、私どもの知り得る範囲で、支障のない範囲で、それ

は情報としてお伝えします。ただ、町の側が積極的にそういったことをお知らせをしながら、

あるいは極端な話を言うと、広報に掲載をして、すべての住民に周知しなければいけないとい

うような状況と同じだというふうに私は感じますから、やはりその辺はさきほど言ったとおり、

不安をあおるということにつながりかねないというふうに思いますので、その辺は差し控えな

がら、あるいは最低限の情報をお伝えしているということでございます。 

 また、過去の問題も、ご質問にありましたけれども、私担当する前に、やはりそのような入

居してからのことで苦情があったというふうに聞いてございます。それは視覚的な営繕とかと

いう問題ではなくて、かなり個人差にもよるでしょうけれども、いろんな現象面についてのお

話だったと思いますけれども、そういった部分についても、その当時やはりそれなりの対処と

いいますか、これも具体的な処分については申し上げることはできませんけれども、対処して

いたということで、いずれにしても積極的な公表ですとか、積極的な事実関係を入居希望者の

方に伝えるということは、今現在、差し控えているということで、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） 私も、それらを広報までに載せて公表しろとは別に言っていないので

すが、そういった心配があるということなので、そういったときにどう対応するのかというこ

とをお聞きしたわけなのですが、それぞれ努力されて、次に入られる方は最善な対応をされて

いるということなので、了解いたします。 

 次に、これ先日の質疑で聞けばよかったのですが、ちょっとタイミングを外しまして、牧野

管理の中で、委託料についてお伺いをいたします。 

 委託料、この中に2,000万円ほど、何点か載っています。余り細かく聞くと、質疑だと言われ

そうなので、まとめて聞きますけれども、例えば今までに牧場、いろんな報告受けて、例えば

皆さんそれぞれ場長初め努力されて、いろんな作業、自分たちでできるものは外注に出さない
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で自分たちでやると、そういった努力されていることが今までには見受けられましたし、評価

したいと思います。そんなことで、今回上がってきた肥料散布初め、それから牧野管理清掃委

託等も含めて、大まかなことで結構ですので、そういった自分たちでできるものは自分たちで

やる、それからどうしてもできない、いろんな理由でできないものは外注に出す、そういった

兼ね合いも含めて、少しこの委託の関係でお伺いしたいと思います。全般的なことで結構です。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 委員のご指摘の部分でございますが、今、委託費全体に占める割合で言いますと、まず通常

のふれあいゾーン清掃管理委託業務というのがございまして、キャンプ場周辺の委託業務、そ

れと牧場管理業務としましては、牧場の施設等の管理、綿羊の飼育等の管理、庁舎の管理とい

うものがございます。そういった関係でおおむね1,000万円近いお金がかかるようになっており

ます。 

 また、あと牧場本来の業務としましては、運搬委託等もありますし、その中ではロール運搬、

牛の運搬等ございます。過去に牧場が委託をしていて現在やめている、または縮小しているも

のに関しましては、採草業務でございます。現在は、採草業務はすべて牧場のほうで職員が全

量をやっております。 

 また、肥料散布につきましても、一部急傾斜等につきましては委託をしておりますが、ほと

んどは直営で散布をしているという状況になっております。また、堆肥散布につきましては、

量が非常に多いということで、直営部分と委託部分を分けながら全量堆肥化するということで

やっております。 

 そういった意味で、当時から見てどれだけ減額したかという金額は今はわかりませんが、か

なりな部分は委託の部分から直営の部分に変わってきていると。それをそれ以外の部分で、内

容変わってきていますので、堆肥等の用務はかなり委託する部分がふえてきているということ

であります。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） ただいまの説明で、大体内容についてはどんなことをやっているのか、

私も同じ職業ですからわかります。 

 この中で、例えば牧場管理清掃委託料、これいろいろとこれに含まれていると思うのですが、

これについてだけちょっともう少し詳しく、どういった作業なのか、大まかな部分だけでもお

聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） この中身につきましては、夜間警備と昼間の清掃業務の２つに

分かれております。まず、当然ながら動物を飼っておりますので、昼夜問わず監視業務が必要

ということで、警備員の方が泊まりながら管理をしている部分、それと朝方にかけて清掃をす

ると、２本立てで、この金額になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） わかりました。 

 できるだけ、先ほどの場長の答弁の中にもありましたように、肥料散布については、以前、

何年か前まではヘリコプターで大がかりにやっていたものを自分たちでやるようになってから
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は、ほとんど自分たちで散布するようになった結果、いろんなところで経費の節約とか、いろ

んな効果を上げているようなので、この肥料散布に限らず、さまざまな作業についても、外注

ではなくてやっぱり自助努力して、今までどおり努力していただきたいと、そのように思いま

す。 

 次に、これ質疑のときにも少し聞いたのですが、高度へき地について。 

 これたまたま虹別の部分なので、ここには修学旅行助成金として載っています。２級から３

級になったということで、さまざまな面で子供にとっても親にとっても優遇される。そんな中

で、学校の先生の待遇もそうですし、この後、この質疑終了の後にいろんな方からお伺いして、

私が聞いたこと以外にもさまざまなことが、いろんな影響が、例えば子どもに対して修学旅行

でなくて、進学の問題であるとか、あるいは学校運営であるとか、あるいは地域とのかかわり

がかなり変わってくるという話、いろんな方から助言をいただいたので、それについて知り得

る範囲で結構ですので、もう少し詳しくお伺いをしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 内容審議でもお話ししましたけれども、へき地児童生徒の援

助費についてでございますけれども、内容で大きな部分で修学旅行費の援助がございます。申

しわけございませんが、３級以上の学校について、このへき地児童生徒の援助費が該当すると

ころでございます。そのほかに保健管理、この内容は、医師あるいは歯科医師等の健診のとき

の派遣でございます。これが補助対象になっています。それから、保健管理といいまして、小

学校１年、４年、それから中学校１年、それぞれ心臓検診をしますけれども、その際の経費の

支援ということで行ってございます。それから、遠距離通学といいまして、実際には虹別地区

はございませんけれども、小学校、中学校それぞれ小学校であれば４キロ以上１万円、６キロ

以上１万2,000円のそれぞれ遠距離通学費の助成を行ってございますけれども。あと、へき地で

該当するのが、通学用のスクールバスが一応補助対象になってございます。大まかに言います

と、そういった項目が、３級以上の部分での補助対象事業ということで、ご理解いただきたい

と思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 菊地委員。 

〇委員（菊地誠道君） そのほかに、先ほど言いましたけれども、例えば通学区って決まって

いますよね。中学校ですから、例えば虹別の場合、釧路の高校に通学する場合には、いろんな

その５％でしたか、私もそっちのほうの知識はちょっとないので、そういったこととか、ある

いは地域とのかかわりについても、わかれば教えていただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 一つの事例として、高校の入学の学区につきましては、これは校区が１校区になりまして、

釧路管内すべて１校区になりましたので、その辺のパーセンテージについての枠は今のところ

ございません。 

 あと、地域とのかかわりでございますけれども、特に学校と地域との管内でのへき地の区分

といいますか、そういった部分には特にないというふうに認識していますけれども。 

〇委員（菊地誠道君） わかりました。 

 終わります。 
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〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） （発言席） 私は２点質問をいたします。 

 初めに、町有林から木が切り出されている売り払いの関係でございますけれども、町有林、

年度はまだ22年でありますから、22年度中にどれぐらいの面積と木の種類、何立米であるか、

概略わかれば聞きたいと存じます。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 22年度のこれまでの素材の売り払いの実績についてお答えいたします。合算で申し上げます

けれども、カラマツの素材につきましては、立方メートル数で1,326.603立方メートルです。そ

れから、トドマツについては、1,220.871立方メートルであります。それから、広葉樹というこ

とで、これ若干量なのですが、55.997立方メートルということで、平成22年度売り払いを行っ

ております。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） このうち、町内で加工に回ったのは、どのぐらいのパーセントになる

か知りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 実は、町内でどれだけ使われていたかという部分については、現時点では詳細な資料は私ど

ものほうでは持ち合わせておりません。22年度の直近の売り払いのときに、それぞれ指名した

業者の方々に買い取った材の消流調査を、どういうふうに使ったかという、そういう調査を行

うようにしまして、この先まとまるという段階にあります。ただ、都合６団地の売り払いをし

ているのですけれども、そのうちの２団地分につきましては、明らかに自社での加工場を持た

ない業者さんが落札をしておりますので、そこについては町外への材が流出しているのではな

いのかなというふうに推察をしております。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） 私が申し上げたいのは、地産地消という言葉、木材関係では地材地消

と呼んでいるわけですけれども、そのことでやはり町内の町有林かなり伐期に入って、これか

らもっと太い木が年々生産されるわけです。その中で、他町のことを私はうらやむわけですけ

れども、他管内では地元でやはり生産された木をどんどん地元の、例えばおがくずであるとか、

チップ材だとか、そういうふうに使っております。町内で、今、説明された利用の仕方では、

町内に加工場がなくて、町外にそのまま私の考えでは転送されているというか、転売されてい

るのかなと、こういうふうに感ずるわけで、このことはやはりこれから大きな問題ではないか

と私日ごろ思っているわけで、この点、やはり町内ではかなり酪農家、肉牛農家が大勢おって、

私の知っている牧場でも、十勝のほうから遠い距離から買っていると、おがくずにしても。そ

ういう状況でありますから、標茶でこの町有林から切り出される木を使っておがくず等をどん

どん生産すれば、やはり地元も近くて利用が有効でないかと。ひいては雇用面を、どんどん若

い人が働ける場もできるかなと思っております。この面、やはり町は高く売ることが第一義だ

というふうに考えておられて、やはりその入札指名業者に、高い値段の人に引き取ってもらう
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と、こういうことを今やっているというふうに私は推察するのですが、そのことについて見解

があれば、黒沼の意見はちょっと違うよということであれば、知りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、地材地消という考え方はここ数年来ありまして、ぜひ標茶町でも実践

をしていきたいというふうに考えているところであります。 

 ひとつ理解していただきたいのは、この間の素材の売り払いに関しても、十分地材地消とい

う部分では配慮をしてきたつもりであります。と申しますのは、町内におが粉をつくる工場で

すとか、それから製材工場がありますから、地域のそういう林産加工業者の継続的な営業を支

援するという意味で、優先的にそちらのほうに素材の売り払いをしてきたという経過も過去に

はございます。そういう部分では、ある意味、地材地消という部分、小さい量かもしれません

けれども、十分行ってきているというふうに理解しておりまして、町有林から出る材がおが粉

になって町内の牧場にも幾分か行っていると。ただ、総体的な量は足りないというのは現実の

ようでありまして、先般開催しました標茶町林業推進協議会の中でも話題になりまして、もう

少し供給量をふやせないのかというような声がありました。業界の中でも幾つかの課題がある

ようですけれども、一番望むべきは、町有林ができるだけ町内で還流されるべきだろうという

ふうに思っております。 

 ただ、現行、素材売り払いという入札の仕組みの中でやっておりますから、どうしても一番

高い札を入れた方が落札をすると、その部分については、いかんともしがたい部分があります

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） 売り払いの方法について、私、別に私見があるわけではありませんが、

やはり町内の業者がもっとこの事業を、例えばおが粉を生産する事業を伸ばしたいというとき

には、５カ所になるのですか、６カ所になるのですか、売る場所がいろいろと出るわけですね。

その中で、やはり最終的には値段の競争になると思いますけれども、そういう地産地消を、や

はりある場所、協議会ですか、そこで十分に検討されて、何％かもうかるという、そういうよ

うなことはやはりこれからは資源の有効活用ということで、私は見直していただけるようにで

きればなというふうに、これは申し上げます。 

 それで、続きもあるのですが、カラマツ材に限って申し上げますと、公共建築物木材利用促

進法というこの法律が、今、国のほうから示され、道でも公共の建物にカラマツ材、道材、道

産材を大いに利用しなさいというような、これは法律の内容であります。この考え方というか、

標茶でも、今これから新年度に向けて公営住宅とか、火葬場とか、キャンプ場の修理もありま

す。いろいろ出てきていますが、今申し上げた以外に、何か具体的にこのカラマツ材の利用面、

特に町有林から生産された木をここに使っているのですよ、例えば学校なんかでも、そういう

面が、やっぱりいろんな面で、環境の面でＰＲになると思うので、何か具体的な取り組みがあ

れば、お知らせ願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） カラマツ材の活用という部分でのご質問でございました。 

 現況ということでお答えをさせてもらいたいと思います。委員のおっしゃるとおり、国のほ
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うでは、森林・林業再生プランの中で地域材、地材地消の推進の一環ということで公共建築物

に対する地域材の利用を拡大しようということで施策を出しまして、先ほどおっしゃった法律

もでき上がっております。その中では、主に国のほうに向けて、国の法律なのですが、国の取

り組みに対する記述がされているわけですけれども、地方に対しても努力規定ということで書

かれておりまして、各自治体においても地材地消、地域材を公共建築物に使うように努力しな

さいという規定が書かれております。 

 先ほども申しましたけれども、地域の材を地域で活用して喜んでもらうというのは、本当に

望ましいことだということで考えているのですけれども、長い間にわたる課題でありまして、

なかなか地域から出た材を地域で加工して供給するという体制がまだでき上がっていないとい

うふうに感じております。ですから、それらの課題解決に向けてということで、実は新しい総

合計画の中にも関連する文書を載せてもらっております。 

 当面する取り組みとしては、林業推進協議会の中で、標茶としてどういうふうな取り組みを

することで、この課題が解決するのかということを、関係する皆さんから意見を聞きながら練

り上げていきたいと。そして流通加工できることが可能かどうかということを考えていきたい

なというふうに考えているところでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） カラマツの利用の関係でありますが、道営事業で牧場に哺育施

設の牛舎、それから成牛用の牛舎、合計で４棟ほどつくっております。町内のカラマツを使っ

ていただきながら、加工したものを育成牧場で使っているという形になっております。加工し

ている場所は違いますが、町内の資材を使っていただいているということもあります。 

 あとは、牧場としましては、年間1,000立米近いおが粉を使わせていただいて、これはすべて

町内のカラマツでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 公共建築物、これまでの町で建設されている木造住宅等施設関係

でも、カラマツに特化したという部分ではかなりこだわった状態でないと使われていないとい

うふうに私ども理解していまして、なかなか、というのは値段の部分がございまして、かなり

こだわった部分ということで、今どこどこということはちょっとすぐに出てこないのですが、

最近の例で言いますと、加工技術が進みまして、一般的に製材された形でそのまま使われるに

は、やはり扱いやすいエゾトドということがこれまでも利用されてまいりましたが、カラマツ

の加工が進むにつれまして集成材として、これも地元の工場では残念ながらできませんが、今、

産地名もわかりませんが、いわゆるカラマツ材として加工されたものが町内の施設で構造材と

して使われているということは、実態としてあります。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） もうちょっと私の考えを述べたいと思いますが、町から切り出された

木が地元で集成加工したり、蒸気とか、プレスとか、いろんな木に加える技法があると思いま

すが、そういう加工場を持った木材会社がないと。そういうことであれば、私はコストのこと

はちょっとわかりませんけれども、町内から生産された木を、例えば牛舎でも公営住宅でもい

いのですけれども、そこへ町から切られたカラマツを使うとしたら、やはり地元業者を通じて

他の管内のそういう、例えば浜中にもそういうのがございますし、斜里のほうにもあると聞い
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ております。そういうところへ外注して、また戻ってきて町内の公共建物に使われれば、間違

いなく標茶の生産された木でできた建物になる、こう私は思うので、そのコストの面はまだ私

は研究していませんけれども、どんなものでしょうか、わかれば、倍になるとか、いや、そん

なに高くないよとか、わかれば教えていただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） ずばりコストの部分と言われますと、私のほうもちょっとまだ勉

強不足の部分ございます。聞き及んでいる状態では、２倍、３倍という状況にはならないので

はなかろうか。当然運賃の距離にもよりますので、２倍までいかないような中でカラマツ等が、

価格差が一般流通材とではないかなというふうには、私は今理解してございます。今、使う側

でという観点で委員のご質問、いわゆる地元材が、最終的に本町が発注する建物、公共施設の

中で使われる形という部分で申し上げますと、現状の発注形態や何かを考えますと、いわゆる

企画寸法、その他合法的な部分、法律的な部分、それらを指定した上で単価を算出して、そし

て指定して、その品物を手に入れていただいて、自由な経済流通の中で受注された業者さんが

選択して、そして材料として使用されるという形が、多くは道産材の針葉樹になりますけれど

も、これが使われているというのが、今現状かと思います。これが使う側からしますと、地元

で、標茶産でつくられた、搬出された木が、私どもの使う側の決められた工期の中で、受注さ

れた業者さんが望む時期に安定的に供給される形が確保されるシステムが、流通含めて確保さ

れて、あとはコストの部分が出てくるかと思うのですけれども、まずそれが確保されるという

ことになると、かなりの現実的な話としてはあり得るのかなと。 

 委員ご指摘のとおり、国による法律も昨年施行されております。呼応して北海道においても

方針示されておりますので、そういう流れというのは、これから進んでいくのかなというふう

に理解してございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） 今の答弁十分聞きまして、もっと私も研究しますけれども、やはりこ

の面、国が示している方向、道が道産材活用を叫んでいる現状を見まして、やはり標茶町もこ

の問題に真剣に取り組んでいく必要があると思いまして、これはこれからの課題として、私も

この辺でこの質問は終えたいと思います。 

 次に、昨年、公共事業削減という大なたを振るわれて、標茶の草地造成並びに草地事業がか

なりなパーセントがっぱり減らされているわけですけれども、その進みぐあいです。例えば道

営事業に限って今質問しますけれども、道営事業は今どのぐらいまで、去年切られたのですけ

れども、なっていますか。例えば、後の質問では、ことしまた続くようになるというふうに私

は聞いていますけれども、その辺も含めてお知らせをお願いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 委員お尋ねの進捗率という形では、ちょっと今資料を持ち合わせておりませんので、今年度

の予算の配当あるいはこの先の見通しということでお答えをさせてもらいたいと思います。 

 道営草地の多和第２地区なのですけれども、ことし事業費ベースの予算配当が１億6,580万円

あったわけです。これに対する要望額というのが、実は２億7,600万円ということで、配当の率

ということでいきますと、60％ほどの配当の率になってございます。原因としては、やはり委
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員ご指摘のとおり、平成22年度にやった公共事業の大幅削減に伴う農業農村整備事業のシェア

が、縮んだことによるものだというふうに理解しておりますけれども、平成23年度予算は前年

度と同水準を維持したということで新聞報道にはなっているのですけれども、いかんせん平成

22年度にほぼ半減したような状態のままだということであります。これを受けましてどういう

ことが想像されるかというと、多和第２について言うと、ことしの予算配当で仮に、予定最終

年度は23年度ですから、ことしで完了したとすると、草地整備改良で98.4ヘクタールほど残っ

てしまうということになってしまいます。ですから、こういうことが起きないように、当面は

事業期間を延長して、受益者要望を満度にかなえるような努力をしていきたいというふう考え

ております。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） 今、道営草地に限ってお聞きしましたけれども、本当はことしで終わ

らなければならない事業だと思うのですよ。これが残るということになると、そのまま打ち切

られる心配はないでしょうか。その点、どう考えていますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 先ほど申し上げたとおり、事業期間の延長ということで、今、協議をしている最中でござい

まして、残してなくなるということは、可能性として100％大丈夫とは言えませんけれども、こ

れまでの経過からすると、こちら側の要望に配慮いただけるものというふうに考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼委員。 

〇委員（黒沼俊幸君） まだこの道営公社営事業は、３月、まだ今、この時期では確定は見ら

れないのかなと思っていますから、私は、変な言い方ですけれども、頑張って予算を標茶町に

引っ張ってくるように努力されるよう期待を申し上げまして、質問を終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） （発言席） 質問いたします。 

 最後ですので、教育問題で締めくくりたいなと。端的に申し上げますけれども、貧困と学力

との関係、これについてどういう見解を教育委員会はお持ちでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

〇指導室長（川嶋和久君） 貧困と学力の問題ですが、国の調査によりますと、経済的な面と

学力の面では相関関係があるというようなことで発表されております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） そうですね。私があれほど反対したにもかかわらず、行った全国学力

テスト。この結果を見て、文部科学省が学力と経済力の調査結果を公表したということは発表

されています。端的に言えば、経済力のない家庭の子供の学力は総体的に低いと。その学力の

低さは、そのまま低学歴につながることになるというふうに、これ文部科学省がコメントして

いるのですね。 

 それを受けて、あちこちの研究スタッフが各新聞に発表していますが、もう一つ具体的に言

えば、年収200万円台の世帯と1,200万円以上の世帯では、昨年の全国学力・学習状況調査、学
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力テストの平均正答率、これに約20ポイントも差があるということがはっきりしたと、これは

文部科学省の委託調査で判明したということなのです。当然そういう結果を受けて、学校教育

の改善に役立てるということを教育長もおっしゃっていたわけですから、この貧困と学力のか

かわりでこういう結果が出て、それを教育委員会もそういう認識でおられるわけなので、どう

いう手だてをこれに対しては講じるのか、そのことの考え方を伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

指導室長（川嶋和久君） お答えします。 

 本町では、これまで４回の、22年度４回目の学力調査でしたが、結果を受けて、一人一人の

理解していない部分をきめ細かに指導して、対応してきております。特に23年度につきまして

は、例えば業間の時間、それから放課後の時間、希望する児童生徒に対して、先生方が補習授

業をしながら一人一人にきめ細かに対応しているところです。 

 また、道でチャレンジテストというのを実施しておりまして、本町では希望で参加している

という形になっているのですが、16校中、実は本町では13校希望しまして参加しているところ

です。先生方の感想を聞きますと、チャレンジテストをやってみて、そして現学年の理解度は

大変いいのだけれども、全学年の理解度がちょっと落ちているのだと、そういうことが実感と

して理解したというようなことがあって、貧困とは直接かかわらないですけれども、一人一人

の状態を把握して、そして一人一人にきめ細かく指導しているというような状況になっており

ます。 

 以上でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 室長が最後に言ったように、学校側のそういう努力は、私は否定する

ものではありません。多分そういうふうに一生懸命努力されているのだろうというふうに思い

ます。しかし、私が問題提起したのは、貧困と学力の相関関係における解決策というか、つま

り構造的な問題なのですね、これは。これに対して、教育委員会は何らかの手だてを講じるよ

うなお考えを持ったのかどうか、結果に対して、そのことを聞いているのです。どうですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 ただ、これは経済的なもんですから、我々が経済的な面で働きかけるとかというのはなかな

かできないことですから、ただ私どもができるのは、例えば父母負担軽減だとか、そういった

面で従来からも努力していますし、また要保護に近いというか、そういう経済状態にある方に

ついては準要保護とか、そういった面の周知を徹底して、極力経済力によって学力差が生まな

いように我々は努力するということで、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） そういうことだと思いますね。核心に触れてきたなというふうに思い

ますが。親の経済力をどうこうするかということについて、教育委員会は直接手を下すという

ことは、なかなかできないことだというふうに思いますが、今おっしゃった要保護、準要保護

の就学援助、これについて言えば、先般、教育委員会から資料いただきましてちょっと調べて

みたのですけれども、著しく国の基準からおくれた支給内容になっているのですね。特に昨年

新設された就学援助に関する支給として、項目がクラブ活動費と生徒会費とＰＴＡ会費が新設
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されたのです、これは国の基準で。これは、標茶町は、これについては支給を行う方針を今持

っていないと。管内見ますと、釧路町や厚岸町や浜中町や白糠町、この町も持っていないので

すけれども、検討すると、検討を始めたのです。それで、標茶町は、これについての検討は行

う姿勢があるのかどうか、伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） 管内的な状況をちょっと私も把握していませんので、委員おっしゃ

ることが正しいことなのかなと理解しながらお答えしたいと思いますけれども、たしか21年度

に文科省のほうで要保護の支援について３点ほど追加したというお話を伺っています。この辺

については、私ども勝手にわかりましたと、議員おっしゃるとおりということで、すぐ検討し

ますということをなかなか、いろんな面がありますから、できない面もありますけれども、今

後こういった状況、管内的な状況把握しながら、本町がほかのところから比べて特別おくれて

いるという先ほどのお話ありましたけれども、私どもとしてはそのような取り組みの仕方をし

ているというような考え方を持っていません。あくまでも管内レベルはきちっと維持しながら、

そういった面でも配慮は十分してきていると思っています。ただ、委員からすれば足りないの

かもしれませんけれども。これからは、この３点ほどについても、どのような方法にしていく

かということを、今後、当然お金のかかることですから、町長部局のほうと相談しながら検討

していきたいなと思っています。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 貧困と学力の問題では、せっかく行った学力テストの分析がそういう

ことであるので、やっぱりそこにも積極的なそういう姿勢を示していただきたいということで、

先ほど私が著しくおくれているという、少し過激な性格の発言をしましたけれども、それは他

町村に比べてということではなくて、国の基準に照らし合わせておくれているのではないかな

と。例えば通学用品費とか、通学費とか、宿泊を伴うものの郊外活動費とか、これは中学校あ

るけれども、小学校はありません。そういうものとか、日本スポーツ振興センターの掛金、こ

れは町で支出していると思うのですが、それとあわせて、さっき新設された３つのクラブ活動

費、生徒会費、ＰＴＡ会費、これが国の基準で示されているのだけれども、我が町では埋めら

れていないと。貧困と学力の相関関係を埋めるとすれば、まず手始めにこのぐらいは手をつけ

られるのではないかというふうに思って質問したわけです。 

 それは検討するというふうには言えないけれど、でも最後に検討しますと言ったのですが、

これは検討に値する内容だと思うのですけれども、それはどうでしょうか。この項目の、いわ

ゆる就学援助の内容の拡大について、今年度、課題として考えていくということについて、最

後に伺いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） ちょっと一部入っていないというようなお話なようでございますけ

れども、詳細についてはちょっとまだ私自身把握していないのですけれども、今、委員おっし

ゃられたように一定程度の条件は当然確保していかなければならないと思いますから、最終的

に先ほどお話ししたとおり検討していきたいなと、こんなふうに思っています。特に準要保護

の関係でありますけれども、文科省は結構基準を簡単につくるのですけれども、具体的に補助

と申し上げますと、委員知っているかと思いますけれども、現実的に言いますと、３分の２補
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助と言いながらも、現実的には本当２割切るような状態なのですね。ということは何かという

と、支援する子供たちの数が、文科省で積算している数と差があるのですよね。そういった意

味では、我々からすれば、やはりきちっとした補助制度にのっとった補助をしていただければ

なと。そうすれば、もう少し我々としても、町村としての努力できる、そういう方向になろう

かなと考えているところですので、委員のほうもそういった意味、いろんな関係をつくりなが

らご支援いただければなと、こんなふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 結論がちょっとよくわからないかなと思うのです。努力していただき

たいと。とにかく貧しいから学力が下がるなんていうことはあってはいけないことであって、

その点は教育委員会も、文部科学省も、あれだけの検査結果の中から導き出した。これはもう

いろんな学者が本まで出版して分析している結果なので、ぜひ課題に入れていただきたいなと

いうふうに思います。 

 ２つ目の質問です。 

 学校給食の問題です。幸い標茶町は、早くにウエット式からドライ方式に切りかえて、そう

いう意味では全道的に見ても進んでいるかなというふうに思うのですが、幾つかの面について

ちょっと心配な面があるので質問したいのですが。そのドライ式にかえたのですが、きのうの

内容審議の中で、課長は、何せその面積が小さくてなかなか思うようにいかないのだというよ

うなことを言いました。それで、その点について幾つかちょっと心配な点を聞きますので、お

答え願いたいのですが、要するに熱湯消毒をやめるということですよね、ウエット式からドラ

イ式にかえる一つの手だてとして。それで、洗浄した食器や食缶機材も水分残さないために、

保管庫での消毒や保管に切りかえる必要がどうしてもドライ式になったら出てくるので、引っ

かかっていたのは面積が足りなくてとかと言っていましたけれども、その保管庫というのはし

っかり設備されているものなのでしょうか。どうですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 平成18年のときもしていますが、ウエット式からドライ式ということで、過去、建設時は下

が水浸し状態で、結局は衛生管理上は、これは適切ではないという、調理場の部分ではドライ

方式が望ましいということで、学校給食の基準にはなってございます。それで、私どもがドラ

イ方式をとりながら、現在、作業をしているわけなのですが、昨日申し上げた面積の部分につ

いては、基準では汚染作業区域、それから非汚染作業区域という、区域ごとに分けなくてはな

らないのです。極端な話、人間がその下処理から物を加工というか、配膳するまでの間に、移

動はなかなかしないような形をとっているわけなのです。ですから、極端に言えば、壁がある

というような認識で今の建築的にはつくらないとならない。ですから、かなりな人の動線とい

いますか、作業員の動線が一定程度制約されるような作業工程になるわけです。ですけれども、

現在の施設で言うと、なかなかそこまでは区域ができないということで、現状の中でどういっ

た安全対策ができるかということで、下の移動については極力ほとんどしないような形で今作

業をしているところであります。ですから、私も言った基準からいうと、今の施設が満度にそ

の基準をクリアするとなると、面積的にはかなり厳しい必要面積があるということで、ご理解

いただきたいと思います。 
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〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） その共同調理場の危険性というか、デメリットというのは、まさにそ

ういうところにあるのであって、今、課長言われた汚染域と非汚染域が接近していると、だか

ら交差汚染の危険がどうしても出てくるのだと。これはちょっと、ああそうですかというふう

にはならないのですよね。交差汚染の危険を極力抑えるためにというか、ここから食中毒、こ

れはもう道の保健所の指導でもあるわけでしょう。そうすると、その交差汚染の危険をどう回

避するのかという点について、今ちらっと言いましたけれども、決定的な回避対策というのは

とれない、とれていないということなのですか。どうなのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 給食施設が、つくりましてから約30年近くたってございます。

当時の安全衛生基準から申し上げて、クリアしているという状態ではございます。ただ、学校

給食調理場の施設としての一定程度の基準が示されたのが、数年前でございます。これが果た

してどういった安全対策上必要とする基準ですので、それをクリアするような努力をするとい

うのが設置者としての役割だというふうに認識していますが、現状として、今の施設をすぐ改

築ということにはなかなか現実的には難しい状態であります。委員がおっしゃった根底的な必

要面積をクリアするとなると、建てかえしかないのですけれども、ただそれがすべて安全管理

につながるかというと、一部だというふうに私は認識しています。あくまでも安全衛生管理上

は、そこにいる職員が意識を持ちながらどう対応していくかということで、私は今行っており

ますけれども、現状の中でより有効的な安全管理を進める上で、そのような基準が設けてござ

いますので、それに対応すべく計画的に進めていくというふうに認識しておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） この問題について言えば、動線面での努力をするとかいうことで何と

かその危険が少なくなるように、しかし完全ではないということなのだと思うのですが、これ

は今追及してもいかんともしがたい内容かなというふうに思うので、その努力をさらに続けて

いただきたいということをまず訴えて。 

 室温はどうなのですか、岩見沢の場合29度、これでアウトだったというふうに言われていま

すけれども、25度が適温だというふうに言われていますが、建物が古いということもあって、

この25度の室温を保持するなんていうことは、うちの場合は可能になっているのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 室温は29度ということで報道されております。うちのほうも、これまでいろんな施設の中で、

火を使いますので、温度が上がるのは当然でございます。ウエット式の改修とあわせましてエ

アコンを導入して、さらに一昨年にエアコンを追加しながら温度管理をしているという、きめ

細かな部分でなるべく回避するような努力をいたしているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） 直ちに改築というふうにはならないでしょうから、そういう点ではぜ

ひ今行ってきた努力を行ってほしいし、何よりもそこで実際に給食をつくっている方、それか

ら給食を運搬する導入口と排出口が同じで、これもまずいのだということをおっしゃっていま
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したけれども、その点の注意をぜひ行って安全な給食に努めていただきたいなというふうに思

います。 

 ３つ目ですが、あとは簡単な質問なのですけれども、成年後見制度について伺いたいという

ふうに思います。昨年度の予算で言えば、12万円というわずかな予算で、執行残が10万円とい

うことで、ことしも同じ12万円の予算なのですが、これはだんだん、町民の方の介護度がどん

どん上に上がってきている中で、この成年後見制度の活用というのは、物すごく今望まれてい

るのだと思うのです。それで、現在この成年後見制度の必要性というのか、町内的にどういう

ふうになっているのか、まず伺いたいことと、あわせてその12万円が、どういうことを想定し

て12万円の予算を立てたのかということについても説明してください。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 成年後見制度につきましては、民法で規定をされておりまして、

いわゆる高齢者、精神障害等々で判断能力がない方の後見として後見人をつけるという制度で

あります。確かに委員ご指摘のように、そのような、特に認知症、高齢者の場合ですと認知症

でございますが、そういう後見人をつけるような状態になっている方も多くなっているという

認識はしております。 

 ただ、この後見人をつけるまでに至らない状態、例えば金銭の管理等々だけで十分してあげ

れば生活ができるというような方もおります。そういう方につきましては、道の社会福祉協議

会が行っておりますけれども、生活支援員の制度というのがございます。それによって金銭管

理をしている方もございまして、できれば、一番いいのは身寄りの、例えばお子さんですとか、

身寄りがある方については、そういう方が面倒を見るというのが一番いいのでしょうけれども、

どうしてもそういう方がいない場合等については、そういう制度も活用しながら、相談があれ

ば相談に乗りながら活用しているということでございます。 

 それから、12万円の根拠ということですが、今、町では、平成21年に成年後見制度利用支援

事業実施規則という規則をつくって助成をしていくという考え方に立っております。この費用

につきましては、審判の請求の費用と、それから、例えば生活保護等で後見人への報酬を支払

う能力がない方について町が助成をするということで、予算措置をとらせていただいていると

いうことでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） その成年後見制度そのものは非常に難しい手続が必要で、物すごい苦

労されて、個人が釧路に通って何度もやり直しを求められて、もう嫌になったというような状

態なのですけれども、１つは、それに対する相談援助というのかな、そういうことは役場でや

っていただけるのかどうかということ、やってきたのかということですね。それから、もっと

緩やかな保佐人とか補助人の、そういう仕組みについても、本来、普通は社教あたりがどんど

ん積極的にやっている制度だと思うのですが、標茶町ではそれがどういうふうに具体化されて

いるのか、そのことの２つを聞きたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 相談支援につきましては、高齢者につきましては、地域包括支援

センターのほうで相談を行っていますし、支援も行っております。それ以外には、町の住民課

の社会福祉係でも、直接、成年後見制度をどのようにしたらいいのかという相談、実際にござ
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いますので、社会福祉係のほうでも行っているという現状でございます。 

 非常に難しいということなのですが、基本的には申立人が家庭裁判所に行って書類をいただ

いて、それに添付する書類をつくって、家庭裁判所に出すという手続が必要なのですが、一番

の問題は、これは扶養義務者を確定して、扶養する義務のある方がいない、もしくはする意思

がないということを確認した上での家庭裁判所での審判ということになりますので、戸籍をと

るのが非常に難しいというのが一番大きな手間なのかなというふうに考えております。そうい

う意味では、使いづらい制度ということも言われております。 

 そういう意味では、委員ご指摘の、札幌市あたりでは、札幌市の社会福祉協議会が法人とし

て成年後見制度、後見人になるということで活用して、もっと緩やかといいますか、法的には

きちっとした形でそういう協議会で支援をしているというところもございます。そういう面で

は、私どももこの後見制度につきましては、こういう高齢化社会の中で民生委員協議会の中で

も、家庭裁判所から担当職員をお招きして研修をしたり、それから一昨年になりますけれども、

社会福祉協議会、それから民生委員協議会、それから町の３包括になりますけれども、三者で、

そういう面では道内の先進地であります南富良野町に研修に行くなどして、標茶でどういう体

制をとったらいいのかということでは、民生委員のほうからも非常に要望のある事項でもござ

いますし、現在そういうことを含めて、いろいろと体制づくりといいますか、そういう形でで

の研修を今やっているということと、それから民生委員さんに入ってもらって、そういう制度

の周知をしていただくというようなことで現在やっているということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） もっと緩やかな保佐人、補助人について、町が指導的役割を発揮しな

がら、この制度の活用を進めていくという点では、どうなのですか。僕は、これはやっぱりな

かなか難しいけれども、補助人ぐらいまでだったら、かなり緩やかなもので、本当にしっかり

した関係さえたもてれば、困っている人を援助できると、保佐人もそうですけどね。この点に

ついて、役場は、私は指導的な立場に立ってどんどん具体化していくということが必要ではな

いかなというふうに思っているのですけれども、それを最後に聞きたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 後見人、保佐人、補助人ということで、それぞれ持っている責任

分担が違います。そういう意味では、個々の事例に基づいて、後見人のほうがいいのか、保佐

人がいいのか、補助人ということがいいのかということで相談を受けた場合に、指導はしてい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） それでは、最後の質問、簡潔に。 

 平成21年から23年までの介護の利用者数や、あるいは認定者数を、私、表にしてつくって持

ってきたわけですが、21年、22年はかなりびっくりするぐらいふえたのですね。22年から23年

は、それの約半分ぐらい。しかし、これもふえているということで、当たり前のことなのです

が、どんどん介護利用者がふえていく状況にあるというふうに思います。それで、これの体制

はかなり急ピッチに進めていかなければならないと思うのですが、今度の国会、どういうふう

に動くかわかりませんが、ひょっとしたら全く動かなくなるのかなというような気もしないで

もないのですけれども、この介護保険法の改定案の概要が出て、今回の国会の中で、できれば
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審議して、来年度から実施したいようなことを言っていますけれども、これを見ると、要支援

者、今まで、ぐっと落として、今まで要介護度１、２だった人が要支援に落とされて、今回の

改定では、さらにその要支援１、２を介護保険から外してしまうというような、もっとほかに

も問題あるのですが、それを市町村がその判断、市町村の判断にゆだねるような内容なのです

ね。 

 少し早い質問かなと思うのですが、もしこれが通ったら、標茶町は管内から見ても断トツと

は言いませんけれども、介護の問題については、本当に先進的な役割を果たしてきたなという

ふうに私は思っていますが、こういう法律が通っても、標茶町としては、ぜひ要支援者１、２

の人たちを保険給付から外すようなことがないような、そういう方向でぜひやっていただきた

いなというふうに思うわけですが、その点についてはいかがでしょうか。それを聞いて終わり

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 委員から、今、厚労省が進めております介護保険制度の改正内容

についてのご質問を受けました。 

 実は、私ども手に入れている資料といたしましては、本年２月22日に、全国介護保険高齢者

保健福祉担当課長会議で示された資料だけが、今、最新の資料ということになっております。

ちょっと膨大な資料なもんですから、私も全部まだ目は通していないのですが、いわゆるその

中で示された中では、具体的に要支援を外すというようなことについての書いたものを、私が

見ていないのかどうなのかということもあるのですけれども、一応基本的に、国で、会議で示

された一部改正の法律の中身としては、大まかに６つありまして、１つはその医療と介護の連

携の強化、それから２つ目としては介護人材の確保とサービスの質の向上、３つ目には高齢者

の住まいの整備、４つ目には認知症対策の推進、５番目には保険者による主体的な取り組みの

推進、６つ目では保険料の上昇の緩和というような、大きく６つに分けた中での資料で論じる

ということになるのですが、ただ実際に、これがまだ全部、私のほうとしてはまだ全部読んで、

本町にとってどれだけ、どの程度の影響がこの改正案ではあるかということにつきましては、

まだ十分といいますか、ほとんど把握していないというのが現状でございます。現在の、今の

国会に閣議決定後は、この法案が上がることとなると思いますけれども、今の委員ご指摘の部

分については、１番目のところのいわゆる総合的な地域包括ケア体制を推進するというような

中では、その要支援等々、地域支援事業のほうに移していくという考え方の具体ということが、

包括的な支援体制を推進するというような事柄になっていくことなのだろうというふうには受

けとめておりますけれども、そういうことでございますので、ちょっと影響等についてどれだ

け具体的に、本町の場合、特に介護保険の認定からいきますと、現在、行政報告でも出してお

りますけれども、本年１月現在で要支援１、２の認定者数は133名、そのうちサービスを利用し

ている方の合計は71人ということになりますので、人数的にはそういう形ということでは押さ

えられますけれども、それ以上のことについてはまだ詳細、私どもつかまえていないというこ

とで、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見委員。 

〇委員（深見 迪君） そういうことでありますので、きょうはそれで質問終わりますが、ぜ

ひ、先ほど課長が一番最後に言われたことが実はそうなのですけれども、それであっても保険
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あって介護なしみたいな、要支援１、２の人を切って捨てるような介護給付から、介護サービ

スから切って捨てるようなことがないように重ねて訴えまして、私の質問を終わりたいという

ふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１５分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 総括質疑を続行いたします。 

 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） （発言席） まず、冒頭に農林課のほうに、農林課というよりも農業

委員会のほうにお聞きをしておきたいと思います。 

 前にもお話ししましたけれども、国道391のいわゆる農振の解除の関係なのですが、どの程度

進んだのか、全く進んでいないのか、その進捗状況をお聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農業委員会事務局長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 農業振興地域計画の見直しということで、農林課のほうの所管になってございます。これま

で何度かこの場でもご質問を受けまして、作業中ということでお答えをさせてもらっておりま

す。現在もなお作業中でありまして、いつかの時点では、平成22年度中に何とかしないという

ことで進めておったわけなのですけれども、パソコンのシステム等も入れながら効率的に作業

を進めるということで、そういう見通しであったわけなのですけれども、それをもってしても、

一筆一筆の確認等々に予想以上の時間がかかっている状況でありまして、まだしばらくお時間

をいただきたいという状況にありますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 時間かけるのもいいのですが、大体見通しとしてはどの程度までかか

る予定ですか。見通しとしては、どのぐらいの時間があればやれそうですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 実は山のほうの関係、林業の施業等にも実は問題が波及しておりまして、そちらのほうに支

障を来さないようにということで、今、２段階に分けた作業をするということで、今、担当レ

ベルでは進めておりまして、まず第１弾としては、そういう喫緊の課題がある部分については、

平成23年度中にまず１回終わらせると。それ以降、また作業をしながら第２弾完了させていこ

うということで、ちょっとまだ第２弾のほうにつきましては明確にはこの場では申し上げられ

ない状況ですので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） できるだけ早く解除をして、国道縁をあずましく使えるようにしたい

なと思っておりますので、できるだけ早目にお願いをしておきます。 

 それから、農業の経営基盤、ちょうど今、課長答えてくれたついでですから、農業経営緊急
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経済対策事業補助金というのが今回180万円程度見ていますね。これは、どんなような内容の事

業になるのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 平成19年に資材等の高騰があって、非常に農家経営が危ぶまれた時期がありました。そのと

きに、農協さんとも相談しながら対策を練ったわけなのですけれども、平成19年度、20年度に

運転資金としてスーパーＬ資金を借り入れた方の利子発生後３カ年間の利子補給等を対策とし

て盛り込んでおりまして、その所要経費分、23年度の所要経費分を計上させてもらっておりま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） これ何戸分になるわけですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 平成19年度の貸し付け分が50件、それから平成20年度については

44件という実績になってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） できるだけ、農村のほうも大変なようですから、こうやってお手伝い

できることはいいことかなと、このように思います。 

 それで、基金の関係についてお伺いをさせていただきますけれども、平成14年でしたか、い

わゆる町の財政の現状の予測というのをつくりまして、平成19年度ぐらいには残高がゼロにな

って、そして20年度ぐらいから赤字になっていくと、こんなような試算が出ていたわけですが、

現在、非常に基金のこの運用状況も、18年の決算を見ますと、定額運用の分を除いても42億円、

43億円近く、これが18年、19年は43億円、20年は43億円、21年は46億8,000万円くらいと、この

ように定額を含めると、もう21年は50億円になるわけでありますけれども、平成21年の４月に

は、ご存じのとおり、地方の公共団体の財政健全化の法が施行されて、いわゆる実質赤字比率

だとか、連結だとか、実質公債費比率、将来の負担だとかというふうに、なかなかチェックの

度合いがきつくなってまいりました。うちもこういう収支の計画を14年につくったときには、

小泉さんの小泉改革や何かでもあって非常に大変な時期でもあった。 

 しかし、反面、国の流れが変わったのもあろうかと思いますけれども、やはり皆さん方の中

での努力が、こういう積み重ねをしてきたというふうにも理解をしているのですが、赤字にな

らずに今日まで来ている今までの経過について、どんなことにまず気を使ってこられたのか、

お聞きをしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 今、委員ご指摘のとおりに、かつては、平成19年には基金を使い果たして逆転現象が起きる

ということがございまして、ただいま、今ご指摘がございましたように、平成19年から見まし

ても若干ふえつつ、21年には定額運用を残す部分では46億8,000万円、22年度末では、予測です

けれども、それを若干上回るような形で来ているところだと思います。その中で、先ほどおっ

しゃいました財政の指標の部分については、すべてクリアしていますし、２年目にはまた改善

してきていると。そして、その中で、今、現状、平成19年と言われていた部分が、今推計では、
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平成34年まで延命を果たしたという状況になっているところであります。 

 その間、これにつきましては、住民生活において必要な部分、これは使わなければならない

部分はそのように使いながらも、不要不急でないものについては絞りながら、そして町の中で

は基金の取り崩しもありますけれども、予算の説明でもありました、理論上の組み立て、そう

いうものを含めましてしっかりと管理をしてきた結果だと思います。その背景には、住民の皆

さん、そして議会の皆さんのご理解も得ながら、そういう形で歳出を絞り、また歳入について

もしっかり監視をして運用してきたという結果が、そこに結びついてきたと思いますので、実

際にはその時点で過去に早目にそこに着目して、そして長期展望で延命を図るなり、財政の健

全化を図っていくということに独自に取り組んだことが、今日の結果に結びついているのでは

ないかなというふうに、私どもでは考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 決してこの預金残高、基金があることが悪いということではなくて、

やはりこういう組織の体質を強化するのにも大事なことでありますから、だからそれで理解を

できるわけであります。 

 そこで、この基金がどのくらい程度の積み立てまでを目標に、財務のほうではしているのか。

例えばうちの標準財政額からいって、こういう程度が妥当な線だと。今の、現在こうやって積

まれているものも、ちょうどこの運営をしていくのには標準なのか、それともまだ以下なのか、

これからまだやることをやりながら積んでいかなければならないということなのか、そういう

中での考え方はどういうふうになっているのか、お聞きをしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 なかなかこの部分では明確な、幾らという部分はちょっと見えないところでありますけれど

も、将来の負担比率を見ますと、道内の高位順でいきますと、21年度決算で100位ということに

なっていまして、ちょうど中位に位置をしているということになります。それと、今、少なく

とも現状維持しながらといいますか、かなり先を見ながら進めてきておりますので、必要な事

業を実施しつつも残高等を見ながら、できるだけ延命できるような、今現状で見ていますよう

なことが今後も引き続きいけるような、そういうバランスを保ちながら、国の定める指標と、

それから独自のシミュレーションも含めて、そういう健全な状況であるということが、それぞ

れ確認できるような状態を目指してまいりたいというふうに考えてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） この基金の残高がふえていくことによって、いわゆる交付税だとか、

そういう最後に一定のところまで行くと、あとそれ以上のものを積み重ねてくると交付税に影

響あるとか、何かの収入に影響あるとかということはまずないのかどうかということと、それ

から今言われたように、このうちの財政規模の中で、いわゆる全道からいったら中くらいな位

置だと。ということは、この基金残高は大体標準だというふうに理解をするわけですけれども、

いわゆる将来の負担比率からいって、そこが負担比率が小さくなると。そして、今日までの残

高では、平成34年まで何とかこぎつけたと。それで、この残高が保つことによって、34年が35

年、36年と、こうやっていけるのかなと思うのですけれども、その辺もひっくるめてお答えを

していただきたいと思います。 
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〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 まず、基金残高で、今ご指摘のあった部分で、交付税に対して影響があるかというお尋ねが

１点目だったと思いますが、その部分につきましては、資料にもありますように、そこの備考

資金の部分も21億円という形になっていますので、それを含めますと、それらの影響はないと

いうふうに考えているところであります。 

 それと、今、基金をこのまま積んでいくということでありまして、これを維持していくこと

によって、将来どうかということでございますけれども、それについては委員お尋ねのとおり

に、これまで19年が24年、24年が27年というふうに順次延びていったと同じように、そういう

形で延命が図られるというふうに考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） いわゆる町民の生活に必要だという事業はやりながら、こういうだけ

のものを残っているわけですから、今後もそういう形の中で、やはり対応をしていくことがで

きると思うのですが、特にこの財政運営について、町長か、副町長でも結構ですけれども、特

に気をつけなければならないとか、今、担当課長が言ったのに何か補足するところがあったら、

説明をしていただいて結構ですけれども、いかがでしょうか。どっちでもいいよ。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長。 

〇副町長（及川直彦君） 基本的な形、やり方、現況については、ただいま企画財政課長から

説明したとおりであります。実はこの財政状況は、ひとり標茶だけに限った問題ではなくて、

当時、全国3,300の自治体に同じようにかぶった悲劇であります。どちらかというと、国家財政

が大変なので、親からの仕送りは交付税でありますけれども、締めざるを得ませんというのか

ら始まった話でありまして、それまで借金をしてどんどん公共事業をやりなさいと言った分で、

保証していただける約束が保証してもらえなくなったことによって、ご案内のとおり夕張のよ

うな状況になったわけでありまして、全く不幸な話であります。 

 そこのところをどう切り抜けるかということでの話、経過でありますけれども、１つには財

政計画の見方でありますけれども、これは歳入についてはかなり厳しく見てきております。こ

れは、ここ数年そうではなくて、標茶での財政の文化というふうに理解してもらっても結構だ

と思いますけれども、交付税につきましては、毎年３％程度ずつ下がるという見通しを立てて、

させていただきます。それともう一つは、国勢調査があったときに、これも現実問題として人

口減少が起きますから、その時点で交付税の算定基準が変わりますので、その際にも５％程度

は落ちるのではないかという、落ちてほしいという意味ではありません。落ちないでほしいと

いう意味でありますけれど、最悪財政でありますから、５％落ちるだろうというシミュレーシ

ョンをした上で推計をしております。その結果が、そのとき折々の赤字がいつ発生するかとい

うのが一つの見方であります。 

 これは当初予算で、余り皆さんからご質問がなかったのですが、当初予算では財政不足、い

わゆる財源不足の説明を加えています。本年度で言うと、昨年から比べて４億円以上の財源不

足をしていますということで、基金から繰り入れしています。それは基本的には、先ほど、前

段申し上げました交付税を少なく見るだろうと。これはよくほかの自治体である話であります

けれども、地方財政計画で発表になった数字をそのまま見込んで計上してしまうと。というこ
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とでやってしまいますと、ちょっと間違えますと、実は数字の狂いで穴があいてしまう可能性

があります。そのところを、実は私どもとしては発生させないように、あえて厳しく計上させ

てもらっている。そこで、財源不足を生じるということで出させてもらっている。結局年度の

途中で多く入ってくる地方交付税につきましては、ご案内のように年度の、いわゆる財政需要

に応じて計上していって、12月、３月、あるいは決算、専決処分等で残ったものについては、

積み立てをさせていただくと。 

 ただし、この際にも職員に厳しくお願いしているのは、12月の段階で配当予算については、

今、最近では５％という指示をしておりますけれども、一時は10％以上の経費節減を目標にし

て実は削減をさせていただきました。いろんな需用費だとか経常経費が大半でありますけれど

も、これらを寄せ集めて積み立てしてきたのが、実は先ほどの指摘のありました基金残高にな

ってくるということであります。 

 もう一つ特徴なのは、標茶の場合は、この基金から金を使った場合には、いわゆる５年とか、

10年とか、15年とか、そういう形で繰り入れする方式をとっています。いわゆる返すという方

式をとっています。見方によりますと、組織内での起債を起こしているみたいに見えるのです

けれども、自分のところの金だからいいだろうということで、とりあえず許可を取らないで運

用させてもらっている。この金額が大体年間で10億円を超える、いわゆる理論積み立てという

ことで、当初予算に計上する金額で言うと、大体４億円か６億円ぐらいだと思いますけれども、

ちょっと償還の資料が今ないので、何とも言えませんけれども、それが当初予算で積み立てし

て計上しています。そして年度末に、先ほど言いましたように、剰余する分については、また

積み立てするという、そういう形になってございまして、先ほど企画財政課長からも答えまし

たように、現状の努力をしていくと、それ相当の延命をしていくのではないかなというのが今

の見通しであります。そのことが、当時達成できたとすれば、これは正直言うと、職員の数は、

この10年間程度で60名ほど落としております。 

 先ほど伊藤委員から臨時職員の賃金の低さについての指摘を受けました。そのことも含めて、

一定程度まずは組織内で努力することが大事だと。不足する金を皆さんに負担をしていただく

というわけにはいきませんから、結局は民間企業でもやれるように、会社内部での、いわゆる

経常費を削減すると。最近余り、ほとんど前年同額で経常費は来ておりますけれども、スター

トした今西町長が総務部長をやっておられたころ、あるいは町長に就任したころで言いますと、

経常経費で言うと30％とか、20％とかということはざらに行ってきた経過であります。その後

なかなか10％、５％削減とやっていたのですけれども、詰めることができない。先ほど言いま

したように、年度末にかけて５％削減を求めるもんですから、これ以上絞るものは絞れないと。

ということで、引き続きやっているのが職員の削減と、給与のスタート時点で5.3％、当時、手

当含めてですけれども、5.3％の削減を現在も実行中でありますし、このことを進めていかなけ

れば、間違いなく数字そのものは悪化をするだろうという、そういうふうに私は個人的には見

ておりまして、よその町村では、例えば10％を３カ年とか、そういう形でやっているようであ

りますけれども、本町の場合は、そんなものしかやっていないのかと言われた時期もあります

けれども、5.3％のまま引き続きずっと続行中でやっておりますので、その辺含めて説明したよ

うな数値になっていると思います。 

 また、一部でありますけれども、これも本議会で議論をいただきましたけれども、体育施設
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の有料化に伴ってご負担を新たにいただいた部分もあります。金額的に多いか少ないかは別で

ありますけれども、このことを町民の皆さんに取り組んでいただく過程の中で、町民の皆さん

にも努力するところについては努力するという、そういうお考え方にも協力もいただいている

と思いますし、これは職員だけではなくて、町民の皆さん合わせてそういった気持ちで、いま

しばらく頑張ろうという気持ちになっていただいたことの結果だなというふうに思っておりま

す。 

 以上であります。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 新年度になれば、やはり大きく人間の入れかわりもあったり、標茶町

も大きく事態が変わるのではないのかなと、そんな思いもありながら、いわゆるこの基金の運

用について、今聞いているわけでありますけれども、いずれにしても、今、副町長が言ったよ

うに、私も将来に向かって標茶が可能性を本当に切り開く、そして、ああ本当にいい標茶だな

と言われるような標茶になってほしいわけですから、こういう基金を横に置きながら、財政の

運営については、これから議会も、我々も今、任期で変わるわけですけれども、これを契機に

大きくまたさらにチェックをかけながら見ていくと、こういうことになるのかなと思いますの

で、これからもまた、そんなにたくさんためなくてもいいですから、まあまあのところでひと

つ皆さんに、町民に還元ができるように、事業で還元できるようにお願いをしておきたいと思

います。 

 次に、いわゆる…… 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長。 

〇副町長（及川直彦君） ちょっとその基金の積み立ての目標値について、どうするかという

ことについては、これはぜひ議会の皆さん、町民の皆さん、あるいは職員もそうでありますけ

れども、共通認識をしていただかなければならないなと思っています。 

 それは、実は国の補助金制度が大幅に変化をしてきていまして、ご案内のように交付金に変

化をしてきています。従来ですと、いろんな施設を整備するのでも国庫補助がありましたから、

それでその残った分を借金して、あるいは一部一般財源を充当してできたのですが、最近はそ

ういう形がなくなってきております。そういうときに、この基金を幾らにすれば間に合うのか

という議論というのは、非常に難しい議論であります。 

 ぜひ思い起こしていただきたいのですが、ご案内のように、焼却場については補助金ござい

ませんから、約３億円近い金を急に用意しなければならない。風雲橋がもう使えなくなったと。

撤去しなければならない、１億1,000万円。水道の、いわゆるそれに上水道を乗せていたと。そ

れが乗せられないで、１億8,000万円。それをすべて自分のところで、金でやらなければならな

い。幸いにして病院会計の５億円が北洋銀行にありましたから、それをもぎ取ってきて上水道

に出資をしたり貸し付けしながら利息を稼いでしのいできました。そういうことを、結局は予

測しない事態が発生するときに、どこからそのものを持ってくるかということを考えますと、

私は、この釧路管内で市を除いては、町村ではトップの財政規模を続いている標茶の貯金、い

わゆる基金としては、そういうことも想定すると、必ずしもいいのではないかというふうには

ならないという共通認識が、これからまたさらに、この役場庁舎もそうでありますけれども、

耐震上の問題があるので、違反ではないのですけれども、この３階部分と２階部分を食い違っ
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てつくったことが、今になってみれば耐震上の問題が出てくるということもありますので、そ

ういうことも含めて考えますと、当時１億5,000万円でできた庁舎が、下手すると30億円超える

かもしれない。これは、ＰＦＩも考えながら考えていかなければたらない事態だと思いますけ

れども、そういうことも考えていきますと、できることはできるだけ、将来に備えてやっぱり

基金の積み立てをしていくと、あるいは将来の子供たちにそういった意味で余り負担をかけな

い、苦労させないためにも、もし積める、１円でも10円でも積めるのがあるのであれば積んで

いくと、積んでいこうやとする町民の皆さん、あるいは議会の皆さん、職員のそういった共通

の認識が必要ではないかなというふうに思いますので、ぜひご理解をいただきたいなと思いま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） とにかく、今、副町長の説明をいただきましたけれども、やはりない

よりはあったほうがいいわけでありますけれども、やはりひとつ目標を持った、そういう前提

であるということでなければ、これもまた困るなと。今言ったようなことが今後考えられるわ

けですから、そんなことも頭に入れながら、この基金の運営については、本当に重ねて申し上

げますけれども、町民の皆さんにやることをやって、そして運営をお願いしたいなと、このよ

うに思います。 

 それから、国民健康保険の関係に質問させていただきますけれども、けさ国民健康保険の歳

入全体の計画前年度と比べてのお話もありました。恐らく今年度はまあまあのところでおさま

るかもわかりませんが、いわゆるルール分以外の、いわゆるローカル部分が今後いろいろと議

論がされるのかと思いますけれども、この辺についてどのようなお考え方を持っているのか、

お聞きをしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 国保会計のローカル部分ということでございますが、内容審議で

もご説明いたしましたが、現在、確定申告ということになっております。それが出ないと、被

保険者の所得総額が出てきませんので、現在の保険税率でいくとどの程度になるのかというこ

とがひとつ出てこないという問題あります。 

 それと、補正予算でもお示しをしましたが、財政調整基金が大幅に減額されております。23

年度の当初予算では、本来の交付額という形で計上させていただきましたが、これについきま

しても、大幅に22年度の最終的な交付額を見た上でないと、23年度の予測値はついてこないの

かなということはあります。 

 その結果で、特に被保険者の所得が出て、現在の税率でどの程度の国保税が見込めるのか、

それによっては税率の改正をしなければならないのか等々含めて検討した結果を含めて、大幅

に歳入の各項目について補正が必要であれば、６月をめどに定例会に所要の措置を講じた上で、

補正予算の提案をさせていただきたいというふうに、現在のところは考えているところです。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） ただいま住民課長から基本的な考え方を説明させていただきました。

補正予算のときに、それぞれ議論がちょっといただけなかった部分がありますので、その部分

から推測した場合の23年度がどうなるかという部分について、推測としてちょっとお話をさせ

ていただきたいと思いますけれども、実はご案内のように、平成22年度の７月１日段階では、
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税率改正をすることが非常に経済状況からして困難であるということで、いわゆる税としてい

ただかなければならない金額を、そのまま負荷することが不可能であるという判断で、町長の

そういう強い判断をいたしまして、いわゆる経済対策の意味も含めて、実際には個々の被保険

者の方は減税という措置になりますけれども、税率改正していませんから減税という言葉余り

使いませんけれども、既に22年度で5,000万円ほど一般会計から入れておりまして、さきの議決

をいただいた補正予算では、さらに3,800万円ほど入れています。8,800万円に到達しておりま

す。 

 それで医療費がおさまっていただきたいなと思っていますけれども、ここのところが、医療

費が伸びてしまいますと、さらに財源不足を起こしますので、そうすると8,800万円をさらに超

えると。非常に担当者は神経を使って痛めながら、この医療費の推移を見守っているという状

況がございます。最悪の事態は、専決処分等で赤字決算をするわけにいきませんので、さらに

専決処分で一般会計から財源手だてをしなければならないことが予想されることもご理解をい

ただきたいなというふうに思います。 

 それと、23年度の状態でありますけれども、通常、医療費会計で医療費の値下げが大幅に行

われない限りは、基本的には医療費は自然増になります。所得の状況等については、予算の説

明等で若干伸びていることについて補足しておりますけれども、ご案内どおり限度額の問題が

あって、身入りが非常に少ないと。いろんな面で議論になっています、所得の低い方々が所得

がふえてくるということは、全体的に力がついてくるのですけれども、身入りも多くなるので

すが、実は一定の所得のある方がふえても、これは限度額超過分ということで身入りのしない

ということもございます。 

 そういう中で、23年度の状況を推測しますと、23年度の歳入で、保険税で４億8,300万円見て

おりますけれども、ここのところは、もしかするとことしの７月１日時点で、税率改正を検討

した上で、あるいは６月の段階の補正になると思いますけれども、５月の末ころに数字の整理

がつくと思いますけれども、そのころに数字を見まして４億8,300万円、税金がいただけるかど

うか、皆さんから取れるかどうかという検討をしなければならない。23年度で申しますと、３

億5,500万円ですから、１億3,000万円ほど23年度予算では多く見ていますので、それが客観的

に、物理的に可能かということが６月の補正時点で、先ほど住民課長から説明あったとおりで

ありますけれども、そういう作業をして結論を出さなければならない時期になるというふうに

考えています。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） この国保の保険だけは、本当にこれ、だれが悪いわけではない、本当

にこうやって皆さん病院にかかるわけですから、金もかかる、大変だと思いますけれども、こ

れは国民健康保険で、いわゆる標茶の町立病院で使われているというのか、国保で国民健康保

険がどの程度、何％ぐらい町立病院の中で使われていて、外部のほうに相当数流れているので

はないかと聞くのですが、この国保の町外に流れていく部分と、それからまたここでおさまっ

ている部分の割合というか、件数というかというのは、どのようになっていますか、わかりま

すか。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 国民健康保険の医療給付費の医療機関別の状況でございますが、
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22年度は現在進行中でございますので、決算が終わった21年度の数値でお知らせをしたいと思

います。 

 入院・入院外ございますが、件数でトータルいたしまして、町立病院、国保の21年度の入院・

入院外の診療件数が２万6,919件ございました。そのうち、町立病院では5,550件ということで、

全体の20.6％、件数ではこのようになっております。あとは、釧路市内の基幹病院であります

市立釧路総合病院、釧路赤十字病院、釧路労災病院、それと孝仁会記念病院ということで、そ

れ以外では、近隣にございます町立中標津病院、それから弟子屈のＪＡ摩周厚生病院等にかか

っておりまして、状況としてはそういう形になっています。 

 ただ、これが保険給付の金額で申し上げますと、入院・入院外合計になりますけれども、調

剤を除いた部分で申し上げますが、７億7,230万4,000円のうち、町立病院への医療保険者負担

として支払いしているのは9,305万1,000円ということで、これが12％という率に下がっており

ます。ただ、金額でいきますと、やはり釧路市内の基幹病院であります市立釧路総合病院が18％、

釧路赤十字病院が11.9％、それから釧路労災病院、孝仁会記念病院合わせますと14％程度とい

うことで、給付の状況はなっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） ただいま国保の町立病院に入る内訳の説明がありました。実は、ご

案内のように、国民健康保険には、後期高齢者の方も以前は国保に入りながら、あるいは老健

でありますけれども、標茶の患者さんとして入っていて、それが後期高齢者から入ってくる金

額もあるわけであります。その医業収入は、これも新年度予算で皆さんにご案内してあります

けれども、約７億円ありますので、そういう標茶の国保以外の部分も標茶の町民の方で町立病

院を利用しているということも、ぜひご理解をいただきたいなと思いますし、それともう一つ

は、これも今までいろんな医療の関係について議論が行われていましたけれども、医療そのも

のについては、１次医療と２次医療という、任務分担上の問題が非常に明確になってきていま

して、今日的には今の町立病院の医者のスタッフの状況からすると、いわゆる本当に１次医療

ということが一番率直なところでございまして、外科の先生、整形外科の先生、麻酔科の先生

等々含めて、もしおられると大きな手術もできるという状況でありますけれども、そこのとこ

ろもできない中で、来たお客さんをすべて２次医療圏のほうに紹介を出すという、そういう任

務も持ってございますので、必ずしも医療費だけで町立病院が評価されているかどうかという

ふうにはなかなか判断つきにくい、そういう要素もありますので、ぜひご理解いただきたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） 今こうやって聞かせていただいているのは、やはり事務長来ておりま

すから、人件費なのですね。やっぱりことしちょっと多く見ていますけれども、そして売り上

げとの差もありますし、できることであれば、この保険ができるだけ外部に行くところが、町

立病院のほうでやはり来ていただけるような、それにしても補正で見ているように、分娩の、

いわゆる１人１万2,000円ですか、補助。だんだん20人を見たり、何かしら明るい兆しはありま

すし、いわゆるそういう意味で、やっぱり職員挙げて意識改革をしてもらって、いわゆる町立

病院に来ていただくと、ぐあいが悪かったら、まず町立病院に来ていただけばということが大

事になるのではないかなと思うもんですから聞いておったのですけれども、その点、事務長、
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どうですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えをしたいと思います。 

 今、委員ご指摘にありましたとおり、町立病院の使命といたしましては、今ご指摘のありま

したとおり、本町唯一の医療機関として住民の皆さんに信頼のできる、いつでも安心して、か

かりつけ病院としての使命の発揮をしていかなければならないということを言っていただいた

と思っておりますので、そのとおり私も思っているところでございます。 

 分娩の話も今指摘されましたので、私のほうから、提案説明の中でも少し触れさせていただ

きましたが、齋藤院長におかれましては、ことし４月１日に68歳になられるということで、定

年後４年目を４月１日以降迎えられて、単身で標茶町立病院に引き続き勤務をいただいている

ということで、私事務長としましても非常に感謝をしております。 

 おかげさまで分娩も、22年度伸びておりまして、年度末においては対前年比十七、八件増の

五十五、六件の分娩件数になろうかなと思いますし、先ほど副町長もちょっと触れておりまし

たが、大きな手術については２次医療機関のほうにつないで紹介をさせていただいております

が、麻酔科の先生もおりませんので、帝王切開の手術など、外科の先生の協力もいただきなが

ら、院長みずから麻酔を施しながら帝王切開の手術をさせていただいているということで、こ

れまた私自身、院長はそういうふうにやっていただいているということで、大変ありがたく思

っているところでございます。 

 また、町立病院につきましては、人件費のことも触れられましたので、特に報酬、毎週末、

金曜日から日曜日まで当直の先生にも来院の回数がふえてきております。院長先生初め４人の

常勤の先生方の当直の業務の負担軽減にもつながっておりますし、予算額的には報酬額、医師

補充的にはふえてきておりますが、その辺ぜひ、先生方の負担軽減につながっているというこ

とでご理解をいただきたいと思いますし、ただし給与費の収益に対する割合、給与比率でござ

いますが、その出張医及び当直医の報酬を除きますと、期末勤勉手当の削減もございました影

響も大きいわけですが、給与比率的には対前年比減となっている状況でございます。 

 23年度におきましても、企業会計、公営企業会計でございますので、会計上の役割でござい

ます経済性の発揮、そして福祉の向上、これの役割をやっぱり引き続き担当していかないとだ

めだと思いますし、23年の予算執行に当たりましては、これまた午前中のちょっと議論の中で

も話をさせていただきましたが、公立病院改革プランを基本に、１日入院患者数42人、いわゆ

る病床利用率70％以上の確保を先生方のご理解、ご協力をいただきながらクリアしていかなけ

ればだめだと思っておりますし、入院基本料10対１を当分の間は継続しながら、入院収益、医

業収益の割合で見ますと大きゅうございますので、当分の間は継続しながら、収益の確保を図

っていきたいということで思っています。 

 おかげさまで、常勤医師の４人の先生方確保することができますし、10対１に必要な大きな

要件でございます看護師数につきましては、必要な員数についても確保できたということで、

とりあえず事務長として安堵しているところでございます。 

 昨年の秋には、看護部の説明委員会のほうで、患者さん、それと家族を対象にちょっとアン

ケート調査もさせていただきました。その中で貴重なご意見もいただきながら、先月の管理会

議でもちょっと院内で議論させていただきながら、きめ細かい患者サービスの提供もしていか
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なければならないということで、まだ改善すべき点も多いということでございますが、今後に

つきましても、院長以下全スタッフ一丸となって患者サービスの向上に向けて努力してまいり

たいと思っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） そのようにして、今、事務長言ったように、ひとつ頑張っていただき

たいなと存じます。 

 最後になりますけれども、福祉灯油というのですか、ホットライフの関係で、灯油が非常に

今高騰しておりますね。その関係上、うちの町としても、この上がったら上がった分の補助の

考え方というか、これはどうなっていましょうか。こんなに灯油も上がっていないのであれば、

ここで聞くこともないのですが、一応その灯油の関係を、基本的な考え方をどういうふうにし

ているか、お聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） ホットライフ制度につきましての暖房費の支給につきましては、

毎年12月に支給いたしますので、毎年12月１日の単価を基準に、90リットルということで計算

して助成しているところです。昨年12月１日の時点での町のこれ使っている灯油の単価でいき

ますと75円で、委員ご指摘のとおり、今週初めには87円ということで、非常に高騰していると

いうこともわかっております。そういう面では、一昨年の時点と比べますと、一昨年が１リッ

トル当たり67円でしていますので、その当時と比べては特に20円ぐらい上がっているというこ

とでございます。 

 そういう面では、今後のその価格の状況が、ちょっと上がる期間、値上げになってきている

期間の間隔が非常に短くなってきているということも含めて、これにつきましては動向を見な

がら、その単価アップ分を差額支給をするかどうかということについては、検討してまいりた

いというふうには考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田委員。 

〇委員（舘田賢治君） これ対象者といったら、どういうふうになるのですか、生保ひっくる

めて。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 対象は、生保は一応冬季加算が支給されております。本町のホッ

トライフ制度に関する規則で申し上げますと、高齢者、いわゆる65歳以上で障害者、それから

母子、寡婦世帯等で、国保のいわゆる２割、５割、７割の減免の対象になる低所得者というこ

とで、プラス、後期高齢者が分かれましたので、後期高齢者についても減免対象になる世帯に

ついては対象とすることにしておりまして、昨年12月に支給した件数で申し上げますと、202

件になっております。ただ、生活保護の世帯については、生活保護での冬季加算がございます。

ただ、それも灯油だけが上がったことによって見直しを図られるということではございません

ので、その点も含めて検討させていただきたいというふうには考えております。 

〇委員（舘田賢治君） 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 質疑はないものと認めます。 
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 質疑は終結いたしました。 

 これより討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 討論はないものと認めます。 

 これより議案第24号から議案第30号まで議題７案一括して採決いたします。 

 議題７案は、いずれも原案可決すべきものと決定してご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議

案第30号は、いずれも原案可決すべきものと決定いたしました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会に付託された議

題７案の審査は終了いたしました。 

 これをもって平成23年度標茶町各会計予算審査特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時１３分） 
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 以上会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために 

ここに署名する。 

 

 

 

    委 員 長           平 川 昌 昭 
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